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第１章 計画の概要 

１．計画策定の趣旨・方針 

高齢化が進む中、高齢者のライフスタイルや生活意識、ニーズ等がより多様化し

変化していくことが予測されます。「地域共生社会」とは、このような社会構造変

化や人々の暮らしの変化を踏まえ、地域住民や地域の多様な主体が参画し、住民一

人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。  

本格的な人口減少社会を迎えた我が国において、総人口に占める65歳以上の高

齢者人口の割合（高齢化率）は、令和４年10月１日現在29.0％と更新を続けてい

ます。令和７年には団塊の世代全てが75歳以上となり、さらに、団塊ジュニア世

代が65歳以上となる2040（令和22）年を見据え、その先、75歳以上人口は2055

（令和37）年まで増加傾向が予測され、介護ニーズの高い85歳以上人口は75歳

以上人口を上回る勢いで増加し、2060（令和42）年頃まで増加傾向が予測され

ています。我が国の高齢化は進み、医療・介護の複合的ニーズを有し慢性疾患等の

高齢者も増加傾向にあり、医療・介護連携の必要性も高まっている状況です。 

国は、介護保険制度を将来にわたり維持しつつも、高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」をできるようにするため、地域特性

に応じた「地域包括ケアシステム」構築を継続するよう自治体等に求めています。 

地域包括ケアシステムは、限りある社会資源を効率的・効果的に活用しながら、

医療、介護、介護予防、住まい、生活支援を包括的に確保するものです。一方で、

高齢者福祉だけでなく、地域共生社会として障がい者福祉や子ども・子育て支援な

ど福祉分野全体で共有するべきものとしてとらえ、支援の仕組みづくりを推進す

ることも重要となっています。各地域で実情に応じた、それぞれ深化・推進してい

くことが課題となっています。 

印西市では「第８期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（令和３

（2021）年度～令和５（2023）年度）」（以下、「前計画」と言う。）、「いきいき  

あんしん 生涯現役のまち 印西」を基本理念に掲げ、「地域包括ケアシステムの充

実」「高齢者や家族が活躍できるまちづくり」「介護サービスの充実」の３つの基本

目標のもと、施策の推進をしてきました。 

今回の計画策定に当たり、これまでの取り組みを着実に進めるとともに、国の制

度や社会情勢の変化を踏まえ、また、全国的には現役世代が急減する2040（令和

22）年も見据え、地域包括ケアシステムの充実とともに、高齢者と家族を支える

仕組みづくりを継続し、分野横断的視点や長期的視点を取り入れながら事業継続

をどのようにしていくか、本市の高齢者施策を総合的に推進していくことが求め

られていると考えています。 

印西市では、第６期から第８期計画と取り組んできた施策を、第９期計画でも中

長期的な視野で維持しながら引き続き推進し、これまでの実績を踏まえ、印西市の

実情に応じた地域包括ケアシステムの深化・推進を継続する「第９期印西市高齢者

福祉計画及び介護保険事業計画（令和６（2024）年度～令和８（2025）年度）」

（以下、「本計画」と言う。）を策定します。  

出典：内閣府令和５年版高齢社会白書、厚労省第９期基本指針  

仮案 
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２．市が中長期で目指す地域包括ケアシステム 

本市では、医療・介護・予防・住まい・生活支援など、各サービスの充実に向け

た連携・支援を行うとともに、市民一人ひとりの取り組みや、地域の多様なサービ

スが有機的に連携し、切れ目のない支援のもと、住み慣れた地域でいつまでも安心

して暮らせる社会の実現を目指してきました。  

また、年齢や障がいの有無などによって、支え手、受け手に分かれるのではなく、

住民、地域のすべての人が役割をもち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育む「地域共生社会」の実現に向けた仕組みづくりも促していき

ます。 

さらに本市では、持続可能な開発目標（SDGｓ）の基本的な考え方「誰一人と

して取り残さない」ことの実現に向けて、すべての人の平等かつ公平な社会参画に

向けた取り組みも推進しています。 

今後も令和22（2040）年を見据え、こうした地域ぐるみで支え合う様々な取

り組みや考え方を踏まえながら、本市の「地域包括ケアシステム」の体制づくりに

向けて、連携強化とネットワークの充実を、中長期で取り組みます。 

 

▼ 印西市「地域包括ケアシステム」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※多様な主体：住民、老人クラブ、自治会、ボランティア、ＮＰＯ、社会福祉協議会等  

注：●相談窓口は、今後の設置検討事項を含んでいます。 

 

資料：厚生労働省「地域包括ケアシステム」より  

  

多様な主体※で支える 

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー  

医療 

相談  
窓口  

 広域連携 

高齢者福祉 介護保険サービス + 千葉県 

研修・勉強

会  

印西市 
地域ケア会

議 

印西市 

相談  
窓口  

支援 

参加意識・担い手  

在宅で介護 

障害
者 

+ 
介護 

相談  
窓口  

共生型サービス 

相談窓口  

イメージ入る 



 

3 

●地域包括ケアシステムの５つの構成要素 

地域包括ケアシステムでは、「介護」、「医療」、「予防」という専門的なサービス

と、その前提としての「すまい」と「生活支援・福祉サービス」が相互に関係し、

連携しながら在宅の生活を支えます。 

 

●すまいとすまい方 

生活の基盤として必要なすまいが整備され、本人の希望と経済力にかなったす

まい方が確保されていることが地域包括ケアシステムの前提です。高齢者のプ

ライバシーと尊厳が十分に守られた住環境が必要となります。  

 

●生活支援・福祉サービス 

心身の能力の低下、経済的理由、家族関係の変化があっても尊厳ある生活が継

続できるよう生活支援を行います。 

生活支援には、食事の準備など、サービス化できる支援から、近隣住民の声か

けや見守りなどのインフォーマルな支援まで幅広く、担い手も多様です。生活

困窮者などには、福祉サービスとしての提供も必要となります。  

 

●介護・医療・予防 

個々人の抱える課題に合わせて「介護･リハビリテーション」「医療・看護」「保

健・予防」が専門職によって提供される（有機的に連携し、一体的に提供）仕組

みが必要となります。また、ケアマネジメントに基づき、必要に応じて生活支

援と一体的に提供することも必要となります。  

 

●本人・家族の選択と心構え 

単身・高齢者のみ世帯が主流になる中で、在宅生活を選択することの意味を本

人と家族が理解し、そのための心構えを持つことが必要となります。  

 
資料：厚生労働省「地域包括ケアシステム」より  

  

仮案 
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３．計画の位置づけ、他計画との関係 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第20条の８の規定に基づき、高齢者施策に関す

る基本的な目標を設定し、取り組むべき施策全般を定めます。  

介護保険事業計画は、介護保険法第117条の規定に基づき、要支援・要介護認

定者や介護保険サービス量、介護保険事業量等の見込み等を定めます。  

本市においては、高齢者福祉事業と介護保険事業の円滑な運営を図るため、法令

に基づき「高齢者福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体的に策定しています。  

また、この計画は、「印西市総合計画」及び「第４次印西市地域福祉計画」を上

位計画とし、高齢者福祉施策と介護保険事業を一体的に推進するための計画です。 

そして、「印西市障がい者プラン（印西市第５次障害者基本計画・第７期障害福

祉計画）」や「第2次健康いんざい21～印西市健康増進・食育推進計画～（改定版）」、

「印西市地域防災計画」、「印西市避難行動要支援者避難支援計画」などの市の関連

諸計画、県の「千葉県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」や「千葉県医

療計画・地域医療構想」とも整合を図り策定します。  

 

▼ 関連計画との整合 

 

 

  

第９期印西市高齢者福祉計画及び 

介護保険事業計画 

県
の
関
連
計
画 

第４次印西市地域福祉計画 

印西市避難行動要支援者避難支援計画 

印西市地域防災計画 

印西市総合計画 

印西市障がい者プラン（印西市第５次障害者

基本計画・第７期障害福祉計画） 

第２次健康いんざい 21 

～印西市健康増進・食育推進計画～(改定版) 

市
の
関
連
計
画 
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４．計画の期間 

本計画は、国の基本指針に沿って、令和６（2024）年度を初年度とし、令和８

（2026）年度を目標年度とする３か年の計画です。本計画では、令和６（2024）

年度からの高齢者に関する各種の福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に関する

総合的な計画として、達成すべき目標・施策等を定めます。なお、計画の進捗状況

や社会情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行っていくものとします。 

▼ 計画期間 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

9年度 

令和 

10年度 

（2018

年度） 

（2019

年度） 

（2020

年度） 

（2021

年度） 

（2022

年度） 

（2023

年度） 

（2024

年度） 

（2025

年度） 

（2026

年度） 

（2027

年度） 

（2028

年度） 

           
           

           

  
改訂  

年度  
  

改訂  

年度  
  

改訂  

年度  
  

           

 

５．計画の策定体制 

（１）高齢者に関する住民アンケートの実施 

本計画の策定にあたり、高齢者に対する生活支援の充実、高齢者の社会参加・支

え合い体制づくり、介護予防の推進等の観点から高齢者の状況やニーズを把握す

るため、65 歳以上の被保険者を対象に「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を

実施し、また、要介護・要支援認定を受けている方の在宅生活の継続や介護者の支

援に有効な介護サービスのあり方を検討するため「在宅介護実態調査」を実施しま

した。 

 

（２）計画策定委員会等の開催 

本計画の策定にあたり、被保険者や学識経験者及び保健医療関係者などで構成

された「第９期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会」が中心と

なり、検討を経て策定しています。また、策定にあたってはアンケート調査や、パ

ブリックコメントの実施等を通じ、ニーズの把握、意見の収集に努めています。  

 

 

 

 

 

  

市（計画決定） 

印西市 

高齢者福祉計画及び 

介護保険事業計画 

策定委員会 

諮問  報告  
福祉部高齢者福祉課 

（事務局機能） 

庁内関連部署 

調整・連携  運 営 事

 

住民 

関係団体 

事業者 等 
意見  

反映  

第８期計画 第９期計画 第１０期計画 第７期計画 

令和２２年度その先を見据えた中長期的な取り組み 
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第２章 高齢者を取り巻く環境について 

１．人口構成 

本市の人口は、令和５年10月１日現在、男性が    人、女性が    人、計   

人となっています。年齢別にみると、 

 

 

現在国が注視している課題、後期高齢者が増加する令和７年、さらに団塊ジュニ

ア世代が高齢者になる令和２2年への対応については、本市で 

 

▼ 人口ピラミッド 

 

資料：住民基本台帳人口（令和５年10月１日現在） 
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生産年齢人口
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年少人口

第一次ベビーブーム

（団塊世代）

イメージ 
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２．高齢者人口・高齢化率の推移 

総人口は平成30年の    人から令和５年    人へと   人増加してい

ます。一方で、高齢者人口は同期間に   人増加しており、結果として高齢化率

が上昇しています。 

高齢者人口の内訳をみると、平成30～令和５年にかけて前期高齢者（65～74

歳）が      。次に大きな動きが現れるのは、本市で大きな人口集団である

この層が後期高齢者へと移る令和7年頃と考えられます。 

 

▼ 人口の推移 

単位：人 

 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

総人口  103,037 105,332    

高齢者人口   23,090 24,052    

 前期高齢者   13,569 14,231    

 後期高齢者   9,521 9,821    

       

高齢化率  22.4 22.8    

 

▼ 年齢３区分別人口の推移  

 

資料：住民基本台帳人口（各年10月１日） 

  

2,359 2,274 2,220 2,141 2,048 1,942 

9,555 9,353 9,193 8,995 8,848 8,724 

1,940 2,014 2,087 2,155 2,183 2,195 

1,861 1,881 1,902 1,915 1,933 1,970 

15,715 15,522 15,402 15,206 15,012 14,831 
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年少人口 生産年齢人口 前期高齢者人口 後期高齢者人口 高齢化率

（人）

イメージ 



 

8 

３．要介護認定者の推移 

要介護（支援）認定者数は、平成３０年の2,918人から令和５年の  人まで、

おおむね増加の傾向にありますが、平成30年に一旦認定者数・認定率が下降しま

した。この時期、いわゆる団塊の世代が65歳に到達して高齢化率は上昇したもの

の、認定率の低い元気な高齢者が増えたことで、一時的に認定率が下降したと考え

られます。 

要介護（支援）度別認定者数をみると、要介護２が増加傾向にあります。 

 

▼ 認定者の推移 

単位：人 

 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

高齢者人口  22,043 23,058 24,038    

認定者数 2,918 3,006 3,017    

認定率 13.2％ 13.0％ 12.6％    

※令和５年は見込み値 

▼ 要介護度別認定者の推移（第１号被保険者） 

 

※令和５年は見込み値 

資料：介護保険事業報告（第１号被保険者）（各年度10月分） 
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４．高齢者の暮らしの状況 

（１）高齢者の就労状況 

令和2（2020）年の高齢者労働力人口をみると、総数   人で、高齢者全体

に占める割合は   ％となっています。年齢別にみると、労働力人口の占める割

合は年齢が     しています。 

 

総数 
労働力人口  非労働力 

人口 

労働力状態

「不詳」 合計 就業者 完全失業者  

65～69歳       

70～74歳       

75～79歳       

80～84歳       

85歳以上       

合計       

資料：国勢調査（令和 2（2020）年） 

 

（２）シルバー人材センターの状況 

シルバー人材センターの活動状況をみると、平成30（2018）年度から令和4

（2022）年度にかけて、会員数は400人台、受託件数は2,300から    件

台で推移しています。 

 平成30 

（2018） 

年度 

令和元 

（2019） 

年度 

令和2 

（2020） 

年度 

令和3 

（2021） 

年度 

令和4 

（2022） 

年度 

会員数（人） 447 420    

受託件数（件） 2,307 2,270    

資料：印西市シルバー人材センター（各年度末現在） 

 

（３）高齢者クラブの状況 

高齢者クラブの活動状況をみると、平成30（2018）年度から令和4（2022）

年度にかけて、単位クラブ数、会員数共に     傾向となっています。 

 平成30 

（2018） 

年度 

令和元 

（2019） 

年度 

令和2 

（2020） 

年度 

令和3 

（2021） 

年度 

令和4 

（2022） 

年度 

単位クラブ数（クラブ） 54 53    

会員数（人） 2,275 2,222    

資料：総合福祉センター（各年度４月１日現在） 
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５．高齢者に関する市民アンケート調査 

（１）調査目的 

本計画策定にあたり、本市では令和４年度に、高齢者や地域の課題をより的確に

把握するため、アンケート調査を行いました。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は、介護予防・日常生活支援総合事業

（以下、「総合事業」という。）の推進に向け、要介護状態になるリスクの発生

状況、要介護状態になるリスクに影響を与える日常生活の状況、認知症リスク

の意識などを把握し、生活支援の充実、高齢者の社会参加・支え合い体制づく

り、介護予防の推進の観点から、社会資源の把握等を行うことを主な目的とし

たもので、国の提示による調査票に市独自の設問を追加して実施しました。 

在宅介護実態調査 

「在宅介護実態調査」は、要介護者の在宅生活の継続や、主な介護者への支援

に有効な介護サービスのあり方を検討することを主な目的としたもので、国の

提示による調査票に市独自の設問を追加して実施しました。 

（２）調査概要 

①調査対象者 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

市内にお住まい（令和４年12月28日現在）の65歳以上で、｢要支援・要介護

認定を受けていない方｣の中から抽出した方（無作為抽出） 

○在宅介護実態調査 

市内にお住まい（令和４年12月28日現在）で、「要支援・要介護認定を受け

て在宅で生活をしている方」の中から抽出した方 

②調査方法 

郵送による配布、返信用封筒での回答 

 

（３）配布・回収状況 

 配布数 回収数 回収率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査  5,983票 3,757票 62.8％ 

在宅介護実態調査 1,614票 831票 51.5％ 

＊介護予防・日常生活圏域ニーズ調査回収数3,758票のうち、全問無回答1票を除いた

3,757票を有効回収数としています。また、在宅介護実態調査回収数832票のうち、全問

無回答1票を除いた831票を有効回収数としています。社会調査においては統計学的に

要求誤差５～10％以内、信頼度90～95％であればよいとされております。印西市の場合、

統計学的に有効回答数が総379票（在宅介護のみであれば333票）以上あれば、住民意

向が把握できる票数となります。よって、今回の調査については、統計学的に十分意味の

ある有意性がある回答数となっています。 
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６．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果概要について 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果テーマ別まとめ 

地域包括ケアシステム構築及び介護予防・健康づくりの推進に向けて、４つの

テーマを設定し、調査結果をまとめました。  

 

■テーマ１ アンケート結果からみた生活機能評価リスクについて 
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者の生活機能評価リスク（以下

リスク）傾向は、転倒51.3％が最も多く、次いで運動機能44％、認知症38.5％、

うつ33.7％、咀嚼機能24.9％、閉じこもり12.9％、栄養改善6.5％となってい

ます。その他、 IADL低下2.6％と該当者が非常に少ない傾向です。 

定期的に健康状態の把握・指導や身体を動かしたり、筋力の維持、人と会った

りすることなど、これらの機会をつくるために筋肉や筋力維持のための対策や

社会参加・地域交流など、人と接する機会づくりなどが必要といえます。また、

認知症リスクについては、ケガや病気以外での、要介護状態になった理由に挙

げられているため、対策を継続していくリスクと考えられます。認知症に対す

る施策の継続や強化が推察されます。 

第８期アンケート結果のリスク傾向と比較すると、転倒と運動機能リスクが

1.7～2.9倍に増えている傾向は注視する必要が考えられます。 
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■テーマ２ 社会参加・地域交流について（地域資源の状況） 
印西市全体の地域活動などの参加状況については⑧収入のある仕事23.0％、

②スポーツ関係のグループやクラブ22.2％、③趣味関係のグループ21.6％、⑦

町内会・自治会20.9％、①ボランティアのグループ9.0％、⑤「いんざい健康

ちょきん運動」などの介護予防のための通いの場6.2％、④学習・教養サークル

5.5％、⑥老人クラブ3.8％の順となっています。 

また、地域づくりへの参加意向については、「参加したい」町全体で55.5％、

「お世話役として参加」33.9％となっています。５割の方が地域づくりへ協力

してもよいと考えていて、３割強がお世話役をやってもよいと考えていて、地

域づくりへの参加協力は高い傾向となっています。  

新たな人が地域活動や地域づくりに参加するためのきっかけをつくったり、

継続的な参加につながるような仕組みをつくったりすることが検討課題と考え

られます。一方で、趣味を含めた生きがいなどを活発化することが地域づくり

への道筋になる可能性があるので、生きがいなどの活動を後押しする施策や事

業は検討する価値があると考えられます。 

 

○社会参加・地域活動などの参加比率（％） 

 
 

○地域づくりへの参加意向について 

 
 

  

23.0%

22.2%

21.6%

20.9%

9.0%

6.2%

5.5%

3.8%

26.8%

26.1%

29.2%

26.4%

12.8%

9.7%

9.7%

8.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

⑧収入のある仕事

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

⑦町内会・自治会

①ボランティアのグループ

⑤「いんざい健康ちょきん運動」などの介護予防のための通いの

場

④学習・教養サークル

⑥老人クラブ

第9期

第8期

55.5%

33.9%

61.7%

36.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

有志のグループ活動に参加

有志のグループ活動のお世話役として参加

第9期

第8期
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■テーマ３ 幸福度について 
主観的幸福感の高い割合（幸福度８以上）は、印西市全体では47.3％となっ

ています。 

幸福度は、主観的健康観が維持されていることももちろん大事ですが、人と

のかかわり等があることが、主観的幸福感につながっているのではないかと推

察されます。 

幸福度をアウトカムとすると計画全体への評価としては、5割弱の方が概ね評

価をしているので、この数値が高まるよう計画を継続することが重要だと考え

ます。 

○主観的幸福感が高い（8点以上） 

問７ 健康について 

問７（２） あなたは、現在どの程度幸せですか（「とても不幸」を０点、「とても幸せ」を１０

点として、あてはまる点数１つに○） 

「8点」24.6％で最も多く、次いで「5点」17.2％、「7点」16.8％、「10点」12.3％、「9点」

10.4％と続いています。 

 

 

   

0.2

0.2

0.5

2.0

2.7

17.2

10.0

16.8

24.6

10.4

12.3

3.1

0% 10% 20% 30%

0点

1点

2点

3点

4点

5点

6点

7点

8点

9点

10点

無回答

ｎ=3757

問７（２） あなたは、現在どの程度幸せですか
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■テーマ４ 地域のつながりについて（孤立が疑われる状況の推察） 
孤立状況は、比率としてはごく少数ですが起きている可能性があります。地

域のつながりを生かして、孤立していないか状況を把握し、高齢者を支えるサ

ポートする側での情報共有や地域包括支援センターからの働きかけなど、きめ

細かいことを重ねることで孤立状況が減っていくと考えられます。  

傾向をみると、年齢層に関係なく、孤立している可能性が高いと推察される

ので、サポートができる体制づくりが必要です。また、生きがいづくりなどが孤

立状態を緩和させる可能性があり重要と推察されます。  

 

○孤立が疑われる回答 

問３ 食べることについて 

（８）どなたかと食事をともにする機会はありますか 

→ 「ほとんどない」が6.9％となっています。 

 

問２ からだを動かすことについて 

（６）週に１回以上は外出していますか 

→ 「ほとんど外出しない」が3.5％となっています。 

 

（７）昨年と比べて外出の回数が減っていますか 

→ 「とても減っている」が3.0％となっています。 

 

問６ たすけあいについて 

（１）あなたの心配事や愚痴(ぐち)を聞いてくれる人（複数回答） 

→ 「そのような人はいない」は3.0％となっています。 

 

（３）あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人（複数回答） 

→ 「そのような人はいない」は4.7％となっています。 
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○孤立が疑われる方の回答傾向について 

 

  

合計 孤立の可
能性あり

なし 無回答

3757 2 3755 0

100.0% 0.1% 99.9% 0.0%

1866 2 1864 0

100.0% 0.1% 99.9% 0.0%

1800 0 1800 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

1120 0 1120 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

1169 1 1168 0

100.0% 0.1% 99.9% 0.0%

730 0 730 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

408 0 408 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

203 0 203 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

77 1 76 0

100.0% 1.3% 98.7% 0.0%

13 0 13 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

522 2 520 0

100.0% 0.4% 99.6% 0.0%

1756 0 1756 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

264 0 264 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

522 0 522 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

599 0 599 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

30 0 30 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

[孤立の可能性が特に高い人]→
ＳＡ

全体

B あなたの性
別をお答えく
ださい

男性

女性

C あなたの令
和５年３月１
日現在の年齢
をお答えくだ
さい

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

無回答

問１（１） 家
族構成を教え
てください

１人暮らし

夫婦２人暮らし(配
偶者65歳以上)

夫婦２人暮らし(配
偶者64歳以下)

息子・娘との２世帯

その他
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○孤立の可能性がある方が趣味や生きがいがあるかどうかについて 

 

 

合計 孤立の可
能性あり

なし 無回答

2339 1 2338 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

1164 1 1163 0

100.0% 0.1% 99.9% 0.0%

1121 0 1121 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

745 0 745 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

730 0 730 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

459 0 459 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

239 0 239 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

105 0 105 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

34 1 33 0

100.0% 2.9% 97.1% 0.0%

3 0 3 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

295 1 294 0

100.0% 0.3% 99.7% 0.0%

1146 0 1146 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

160 0 160 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

327 0 327 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

353 0 353 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

22 0 22 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

[孤立の可能性が特に高い人]→
ＳＡ

全体

B あなたの性
別をお答えく
ださい

男性

女性

C あなたの令
和５年３月１
日現在の年齢
をお答えくだ
さい

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

無回答

問１（１） 家
族構成を教え
てください

１人暮らし

夫婦２人暮らし(配
偶者65歳以上)

夫婦２人暮らし(配
偶者64歳以下)

息子・娘との２世帯

その他
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【解説】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果のテーマ設定とまとめについて 

国の調査手引きを参考にしながら、次の４つを計画へ繋がるテーマとして設定

しています。 

アンケート結果からみえる要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者の傾

向を把握し、健康寿命の延伸や介護予防などの施策につながる課題としてまとめ

ています。 

■テーマ１ アンケート結果からみた生活機能評価リスクについて  

→ 論点④に関係するテーマ 

■テーマ２ 社会参加・地域交流について（地域資源の状況）  

→ 主に論点③と他に論点②④⑥に関係するテーマ  

■テーマ３ 幸福度について 

→ 計画全体評価と論点⑧に関係するテーマ  

■テーマ４ 地域のつながりについて（孤立が疑われる状況の推察）  

→ 論点②③④⑥⑧に関係するテーマ 

 

テーマ設定に至る前提については、以下に示します。  

本計画については、第８期計画を基に国の第9期基本指針で示された方針と6つ

の重点ポイントを踏まえ策定する必要があります。  

基 本 的 な 方

針 
中長期（2040年）を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

ポイント 

①介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸） 

②保険者機能の強化（地域保険としての地域のつながり機能・マ

ネジメント機能の強化） 

③地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護

の提供・整備） 

④認知症「共生」・「予防」の推進  

⑤持続可能な介護保険運営のための有効な対応を検討  

⑥災害や感染症対策に係る体制整備  

 

また、計画策定に向けた主な論点については、第８期計画を基にし国の第9期基

本指針を踏まえた以下の8つの論点です。 

論
点 

①どの介護サービス利用が介護者の就労継続や在宅生活の継続に貢献す

るか 

②地域の高齢者を支える人材の確保・育成状況の把握  

③介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸）、介護予防・生きがいづ

くり等による元気な高齢者の増加への取組の検討  

④自立支援、介護予防・重度化防止等の取組内容と認知症「共生」・「予

防」の推進 

⑤高齢者虐待の防止等、介護者のケアについて 

⑥地域医療の一翼を担う地域包括ケアシステム構築の継続（多様なニー

ズに対応した介護の提供・整備） 

⑦地域ケア会議の推進と課題の検討  

⑧施策・目標の達成状況の点検・評価 
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７．在宅介護実態調査の結果概要について 

○在宅介護実態調査結果テーマ別まとめ 

介護離職者を減らすための施策や多様なニーズに対応した介護の提供・整備に

向けて、5つのテーマを設定し、調査結果をまとめました。  

 

■テーマ１ 要介護者の在宅生活の継続（支援・サービスの提供体制の検討） 

印西市の要介護高齢者の施設入所・入居検討状況の傾向については、検討してい

る年齢層は、本人が80歳を超えると検討する比率が高くなる傾向があります。要

介護度別でみると要介護２・３の方が他の介護度に比べると入居申込みの人数が

多い傾向がありますが、要介護度があまり高くなくても検討している傾向がみら

れます。 

施策や事業計画への反映として、提供体制の整備や認知症予防、要介護状態の重

度化防止などの重点化が必要と考えられます。  

また、要介護者の在宅生活の継続については、認知症状への対応、夜間の身の回

りの介助、外出支援、入浴支援等のヘルプサービスなどが介護者は必要と感じてい

る傾向があるので、これらに対応するサービスや施策は、介護者の在宅生活を続け

る上での欠かせないものと考えられます。 

 

○施設入所・入居検討の検討状況について 

問７ 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について教えてください 

「入所・入居は検討していない」68.8％で最も多く、次いで「入所・入居を検討している」15.4％、

「すでに入所・入居申し込みをしている」12.2％と続いています。 

 

 

   

68.8

15.4

12.2

3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

入所・入居は検討していない

入所・入居を検討している

すでに入所・入居申し込みをしている

無回答

ｎ=831

問７ 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について教えてください
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○施設等への入所・入居の検討状況と属性のクロス集計 

 

  

合計 入所・入
居は検討
していな
い

入所・入
居を検討
している

すでに入
所・入居
申し込み
をしてい
る

無回答

831 572 128 101 30

100.0% 68.8% 15.4% 12.2% 3.6%

274 211 41 18 4

100.0% 77.0% 15.0% 6.6% 1.5%

545 354 87 82 22

100.0% 65.0% 16.0% 15.0% 4.0%

35 31 3 1 0

100.0% 88.6% 8.6% 2.9% 0.0%

84 69 9 5 1

100.0% 82.1% 10.7% 6.0% 1.2%

94 75 11 7 1

100.0% 79.8% 11.7% 7.4% 1.1%

152 113 20 14 5

100.0% 74.3% 13.2% 9.2% 3.3%

218 133 41 34 10

100.0% 61.0% 18.8% 15.6% 4.6%

172 107 31 30 4

100.0% 62.2% 18.0% 17.4% 2.3%

54 30 12 7 5

100.0% 55.6% 22.2% 13.0% 9.3%

10 7 0 3 0

100.0% 70.0% 0.0% 30.0% 0.0%

293 233 35 16 9

100.0% 79.5% 11.9% 5.5% 3.1%

243 164 48 25 6

100.0% 67.5% 19.8% 10.3% 2.5%

127 77 29 19 2

100.0% 60.6% 22.8% 15.0% 1.6%

94 58 10 22 4

100.0% 61.7% 10.6% 23.4% 4.3%

41 21 5 14 1

100.0% 51.2% 12.2% 34.1% 2.4%

4 0 0 0 4

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

無回答

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

問４ あな
たの要介
護認定に
ついて、
あてはま
るものを
教えてく
ださい

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

問７ 現時点での、施設等への入所・入居の
検討状況について教えてください

全体

問１ あな
たの性別
を教えて
ください

男性

女性

問２ あな
たの令和
５年３月
１日現在
の年齢を
教えてく
ださい

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳



 

21 

○介護者が不安になる介護内容について 

問24 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等

について教えてください（複数回答） 

「認知症状への対応」36.6％で最も多く、次いで「夜間の排泄」23.7％、「外出の付添い、送

迎等」21.6％、「入浴・洗身」21.1％、「日中の排泄」16.9％と続いています。 

  

  

36.6

23.7

21.6

21.1

16.9

15.6

13.2

11.4

10.6

9.7

6.6

6.3

6.1

5.6

4.5

4.3

1.4

13.0

0% 10% 20% 30% 40%

認知症状への対応

夜間の排泄

外出の付添い、送迎等

入浴・洗身

日中の排泄

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

服薬

屋内の移乗・移動

その他

食事の介助（食べる時）

衣服の着脱

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

不安に感じていることは、特にない

わからない

無回答

ｎ=621

★問24 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について教えてください
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○主な介護者の方が不安に感じる介護等と属性のクロス集計 
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■テーマ２ 介護者の就労継続（両立に向けた支援・サービスの提供体制の検討） 

介護者の就労継続の傾向をみてみると、現況では、介護が直接的な原因で仕事を

辞めたり転職したりする方は、13.1％いる傾向にあります。仕事を辞めていない

ケースで「家族が介護するため必要ない」という回答傾向があります。この回答傾

向に関しては、介護者自身が介護を休むことをせずに共倒れになってしまうこと

もあるので、レスパイトケアが重要と考えられます。  

働きながら介護を続けていけるかどうかについては、介護と就労の両立につい

ては、約７割の方は継続していけると考える人が多い傾向です。  

計画や施策への反映としては、就業先等への制度の利用促進や介護できる支援

への周知とともに、介護者が不安になる介護内容についてのサービス（外出同行

（通院・買物など）や掃除・洗濯など）提供体制の整備や認知症予防、要介護状態

の重度化防止などの検討、また、要介護の本人や介護者が共倒れにならないように

レスパイトケアとしてサービスを使ってもらいながら、地域で孤立しないための

地域での見守り活動などを積極的に進めていくことが推察されます。  

 

○介護理由で仕事を辞めた方について 

問19 ご家族やご親族の中で、ご本人（あて名の方）の介護を主な理由として、過去1

年の間に仕事を辞めた方はいますか（複数回答） 

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」59.1％で最も多く、次いで「主な介護者が

仕事を辞めた（転職除く）」9.8％、「主な介護者が転職した」1.8％、「主な介護者以外の家族・

親族が仕事を辞めた（転職除く）」1.3％、「主な介護者以外の家族・親族が転職した」0.2％と続

いています。 

 

 

  

59.1

9.8

1.8

1.3

0.2

28.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が転職した

無回答

ｎ=621

問19 ご家族やご親族の中で、ご本人（あて名の方）の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか
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○介護者の就労継続についての属性クロス集計  
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○介護者の就労継続についてと介護サービス利用していない理由のクロス集計  
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○今後の介護生活で仕事を続けられるかどうか 

問23 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか 

「問題はあるが、何とか続けていける」60.3％で最も多く、次いで「問題なく、続けていける」

12.6％、「続けていくのは、やや難しい」11.6％、「続けていくのは、かなり難しい」7.5％、「わからな

い」5.5％と続いています。 

 

 

  

60.3

12.6

11.6

7.5

5.5

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

問題はあるが、何とか続けていける

問題なく、続けていける

続けていくのは、やや難しい

続けていくのは、かなり難しい

わからない

無回答

ｎ=199

問23 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか
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○介護者の就労継続についてどのような支援があれば継続に役立つか属性クロ

ス集計  
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■テーマ３ 保険外の支援・サービスを中心とした地域資源の整備の検討  

要介護者が在宅生活に必要と感じる支援については、移送サービス（介護・福祉

タクシー等）が最も多くを占め、「外出同行（通院、買物など）」、「配食」、「見守り、

声かけ」、「掃除・洗濯」、「寝たきり高齢者等への訪問理美容」が次に続くという傾

向になっています 

地域での認知症への理解を進めるには、印西市の認知症サポーターは総人口当

たり11.3％＊となっているので、理解を深める認知症サポーター養成プログラム

の参加者増加とともに、住民同士の支えあいが、最初の支援になることも考えられ

るので、住民同士の繋がりも重要と考えられます。  

さらに、孤立状況やサービスが必要なのに受けていない人を減らす手立ての一

つとなるための住民同士の繋がりの重要性がさらに深まっていると考えられます。 

計画や施策への反映としては、要介護者が必要と感じる支援の充実とともに、地

域での見守りや声かけなどは、孤立やサービスが必要なのに受けていない人を減

らす手立ての一つとなるため、支援サービスの提供とともに、住民同士の見守り・

声かけや支えあいが、最初の支援になることも考えられるので、認知症サポーター

の参加者増加とともに住民同士の繋がりを強化していくことが重要と推察されま

す。 

 

問13 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さ

らなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について教えてください（複数

回答） 

「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」27.4％で最も多く、次いで「外出同行（通院、買物な

ど）」22.3％、「配食」16.8％、「見守り、声かけ」16.0％、「掃除・洗濯」14.6％と続いています。 

 
 

出典：＊認知症サポーターキャラバン 市区町村統計より 

  

27.4

22.3

16.8

16.0

14.6

14.0

12.8

10.7

10.3

8.5

5.2

42.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

外出同行（通院、買物など）

配食

見守り、声かけ

掃除・洗濯

寝たきり高齢者等への訪問理美容

買物（宅配は含まない）

ゴミ出し

調理

サロンなどの定期的な通いの場

その他

無回答

ｎ=831

問13 今後
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○介護保険事業サービス外での在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

での属性クロス集計  
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■テーマ４ 医療ニーズの高い在宅療養者を支える支援・サービスの提供体制の検討  

医療ニーズについては、訪問診療を「利用していない」78.0％、「利用している」

17.9％となっています。また、「認知症」「糖尿病」「眼科・耳鼻科疾患」「骨格筋

系疾患」は介護者が仕事を続けられなくなる可能性がある疾患等と推察され、毎年

の健康診断などの住民の健康維持は重要だと考えます。  

施策や事業計画への反映については、普段の健康診断を含めて、在宅での医療

サービスとともに、地域包括ケア体制整備の根幹になるので、地域医療計画との連

携強化の継続が推察されます。 

 

○訪問診療の利用について 

問15 あなた（ご本人）は、現在、訪問診療を利用していますか 

「利用していない」78.0％、「利用している」17.9％となっています。 

 

 
 

  

利用していない

78.0%

利用している

17.9%

無回答

4.1%

ｎ=831

問15 あなた（ご本人）は、現在、訪問診療を利用していますか
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○介護者の就労継続についてと現在抱えている疾患のクロス集計  
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■テーマ５ 介護保険サービス未利用の理由について 

介護保険サービス未利用の理由は、現状ではサービスを利用するほどでもない

状態である、本人の希望がない、家族の手助けがあるといった理由が多くなってい

ます。 

ただ、要介護度が高くてもサービスを利用していない方がいる傾向から、介護し

ている方への手助け、いわゆるレスパイトケアの必要性が推察されます。家族が介

護から解放される時間をつくり、心身疲労や共倒れ、介護うつなどを防止すること

が目的で、デイサービスやショートステイなどのサービスが利用できるようする

ことが推察されます。また、介護者自身の肉体的疲労や精神的疲労は、知らず知ら

ずの内に蓄積し、介護うつになったりすることもわかってきていますので、早め早

めのケアが大事になっていることも推察されます。  

さらに、認知症の方が自宅で生活を続けるために地域でやってほしいと思うこ

とについて「認知症を理解する方が増える」、「認知症の方や、介護する家族が通え

る場・集える場」、「近所の方の見守りや声かけの支え」、「ボランティアなどの支

援」、「認知症の方が活動・活躍する場」と続いています。地域で認知症に対する理

解が進むことが、介護者を助けることになり、地域の繋がりを強化するきっかけづ

くりにつながる可能性があります。 

その他、介護者の望む支援サービスの提供とともに、住民同士の見守り・声かけ

や支えあいなど、住民同士の繋がりを強化していくことが重要と推察されます。  

それから、アンケート上にはあらわれない傾向として、日本では「家族がケアを

休む必要性」の社会的認識が低いことにより、サービス利用への抵抗感があること

は、施策検討する上でのみえない課題となります。  

 

○介護保険サービスを利用していない理由 

問16-④ 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか（複数回答） 

「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」22.5％で最も多く、次いで「その他」

17.1％、「本人にサービス利用の希望がない」16.7％、「家族が介護をするため必要ない」

13.1％、「住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため」5.0％と続いています。 

  

22.5

17.1

16.7

13.1

5.0

4.5

2.7

2.7

1.4

33.8

0% 10% 20% 30% 40%

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

その他

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

利用料を支払うのが難しい

以前、利用していたサービスに不満があった

サービスを受けたいが手続きや利用方法がわからない

利用したいサービスが利用できない、身近にない

無回答

ｎ=222

問16-④ 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか
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○介護保険サービスを利用していない理由での属性クロス集計  
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【解説】在宅介護実態調査結果のテーマ設定とまとめについて 

国の調査手引きを参考にしながら、次の５つを介護保険事業計画へ繋がるテー

マとして設定しています。 

アンケート結果からみえる、どの介護サービス利用が介護者の就労継続や在宅

生活の継続に貢献するかなどの課題としてまとめています。 

■テーマ１ 要介護者の在宅生活の継続（支援・サービスの提供体制の検討） 

→ 論点①に関係するテーマ 

■テーマ２ 介護者の就労継続（両立に向けた支援・サービスの提供体制の検討） 

→ 論点①④⑤⑧に関係するテーマ 

■テーマ３ 保険外の支援・サービスを中心とした地域資源の整備の検討  

→ 論点①②③④⑤に関係するテーマ 

■テーマ４ 医療ニーズの高い在宅療養者を支える支援・サービスの提供

体制の検討 

→ 論点①②③④⑤に関係するテーマ 

■テーマ５ 介護サービス未利用の理由について 

→ 論点①⑤に関係するテーマ 

 

テーマ設定に至る前提については、以下に示します。  

本計画については、第８期計画を基に国の第９期基本指針で示された方針と6つ

の重点ポイントを踏まえ策定する必要があります。  

基 本 的 な 方

針 
中長期（2040年）を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備  

ポイント 

①介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸） 

②保険者機能の強化（地域保険としての地域のつながり機能・マ

ネジメント機能の強化） 

③地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護

の提供・整備） 

④認知症「共生」・「予防」の推進  

⑤持続可能な介護保険運営のための有効な対応を検討  

⑥災害や感染症対策に係る体制整備  

 

また、計画策定に向けた主な論点については、第８期計画を基にし国の基本指針

を踏まえた以下の8つの論点です。 

論
点 

①どの介護サービス利用が介護者の就労継続や在宅生活の継続に貢献す

るか 

②地域の高齢者を支える人材の確保・育成状況の把握  

③介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸）、介護予防・生きがいづ

くり等による元気な高齢者の増加への取組の検討  

④自立支援、介護予防・重度化防止等の取組内容と認知症「共生」・「予

防」の推進 

⑤高齢者虐待の防止等、介護者のケアについて 

⑥地域医療の一翼を担う地域包括ケアシステム構築の継続（多様なニー

ズに対応した介護の提供・整備） 

⑦地域ケア会議の推進と課題の検討  

⑧施策・目標の達成状況の点検・評価  
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８．介護保険事業の状況 

（１）人口及び要介護認定者数の将来推計 

人口推計は、令和元年度～令和５年度の住民基本台帳人口を用いて、令和５年度

を起点に試算した第９期将来推計用の推計人口を採用しており、当該推計では

コーホート変化率法※を使用しています。総人口は今後  傾向が続き、令和６年

度には    人、令和22年度には    人、令和  度年には    人に

なると予測されます。 

65歳以上の高齢者人口は令和６年度には     人となり、令和22年度には   

人、令和  年度には   人になるものと見込まれます。その結果、高齢化率は

上昇を続けると予測されます。 

 

▼ 高齢者人口の推計  

 
令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12年度 

令和 
22年度 

総人口（人）        

高齢者人口（人）        

 前期高齢者（人）       

 後期高齢者（人）       

高齢化率       

 

▼ 人口・高齢者人口・高齢化率の推計 

 

資料：住民基本台帳人口（令和元年度～令和５年度各10月１日） 

※コーホート変化率法：各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から「変化

率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法  

10,666 10,465 10,285 10,102 9,757 

7,627 

2,195 2,231 2,199 2,144 1,991 

1,386 

1,970 1,968 2,005 2,067 2,217 

2,259 
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0～64歳 65～74歳 75歳以上

高齢化率

（人）

推計値

実績値

総人口

2020年

住民基本台帳
イメージ 
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（２）要支援・要介護認定者数の推計 

将来の要支援・要介護認定者数の推計にあたっては、要介護度別、性別、年齢別

出現率の実績及び伸びを勘案し、人口推計をもとにしながら推計しました。 

第１号被保険者の認定者数は本計画期間となる令和６年度から令和８年度の間に 

人から  人へ   すると見込んでいます。 

第１号被保険者認定率は、令和８年度に   ％になると見込んでいます。 

▼ 要支援・要介護認定者数の推計  

単位：人 

区分 

実績 

（見込み） 

推計 

本計画期間  
令和 

12年度 

令和 
22年度 令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

第１号被保険者数        

認定者数 
（第１号被保険者） 

      

 

要支援１       

要支援２       

要介護１       

要介護２       

要介護３       

要介護４       

要介護５       

第１号被保険者認定

率 
      

認定者数全体        

資料：地域包括ケア「見える化」システムにより推計  

▼ 本計画期間中の要支援・要介護認定者数の推計  
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（人）

イメージ 
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９．介護サービスの利用状況 

（１）介護予防サービス 

①介護予防サービス 

第８期の介護予防サービスについては、 

 

 

介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、総合事業に移行しています。 

単位：人／月 

計画 実績 対比 計画 実績 対比 計画 実績 対比

（１）介護予防サービス（合計） 238 223 93.6% 246 253 102.8% 258 245 95.0%

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

介護予防訪問看護 2 4 200.0% 2 4 200.0% 4 2 50.0%

介護予防訪問リハビリテーション 0 1 ー 0 4 ー 0 2 ー

介護予防居宅療養管理指導 1 2 200.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション 18 14 77.8% 19 18 94.7% 20 17 85.0%

介護予防短期入所生活介護 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 0 0.0%

介護予防短期入所療養介護 2 1 50.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0%

介護予防福祉用具貸与 89 92 103.4% 96 104 108.3% 105 105 100.0%

特定介護予防福祉用具購入費 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 1 50.0%

介護予防住宅改修 2 1 50.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0%

介護予防特定施設入居者生活介護 0 1 ー 0 2 ー 0 2 ー

介護予防支援 120 103 85.6% 120 114 95.0% 120 114 95.0%

平成30年度 令和元年度 令和２年度

※

令和５年度は見込み値 

 

②地域密着型介護予防サービス 

第８期の地域密着型介護予防サービスについては、  

 

 

単位：人／月 

計画 実績 対比 計画 実績 対比 計画 実績 対比

（２）地域密着型介護予防サービス（合計） 0 1 ー 2 1 50.0% 2 0 0.0%

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 1 ー 2 1 50.0% 2 0 0.0%

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

平成30年度 令和元年度 令和２年度

※令

和５年度は見込み値 

 

  

イメージ 

イメージ 
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（２）介護サービス 

①居宅サービス 

第８期の居宅サービスについては、 

 

単位：人／月 

計画 実績 対比 計画 実績 対比 計画 実績 対比

719 766 106.5% 766 742 96.9% 813 745 91.6%

訪問介護 80 79 98.8% 91 81 89.0% 93 86 92.5%

訪問入浴介護 9 4 44.4% 9 3 33.3% 9 3 33.3%

訪問看護 12 13 108.3% 12 11 91.7% 12 7 58.3%

訪問リハビリテーション 1 3 300.0% 1 6 600.0% 1 8 800.0%

居宅療養管理指導 4 6 150.0% 5 8 160.0% 5 7 140.0%

通所介護 128 128 100.0% 128 130 101.6% 128 128 100.0%

通所リハビリテーション 37 52 140.5% 36 47 130.6% 32 45 140.6%

短期入所生活介護 28 29 103.6% 28 28 100.0% 28 22 78.6%

短期入所療養介護 11 14 127.3% 11 12 109.1% 11 8 72.7%

福祉用具貸与 150 160 106.7% 173 147 85.0% 205 158 77.1%

特定福祉用具購入費 4 3 75.0% 4 3 75.0% 5 4 80.0%

住宅改修費 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 1 50.0%

特定施設入居者生活介護 7 15 214.3% 7 15 214.3% 8 18 225.0%

居宅介護支援 246 258 104.9% 259 249 96.1% 274 250 91.2%

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（１）居宅サービス（合計）

※

令和５年度は見込み値 

 

②地域密着型サービス 

第８期の地域密着型サービスについては、 

 

 

 

単位：人／月 

計画 実績 対比 計画 実績 対比 計画 実績 対比

（２）地域密着型サービス（合計） 110 107 97.3% 120 115 95.8% 124 136 109.7%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

夜間対応型訪問介護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

認知症対応型通所介護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

小規模多機能型居宅介護 7 5 71.4% 11 13 118.2% 11 17 154.5%

認知症対応型共同生活介護 54 53 98.1% 54 54 100.0% 54 55 101.9%

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 ー 0 0 ー 0 0 ー

地域密着型通所介護 49 49 100.0% 55 48 87.3% 59 64 108.5%

平成30年度 令和元年度 令和２年度

※

令和５年度は見込み値 

 

  

イメージ 

イメージ 



 

39 

③施設サービス 

第８期の施設サービスについては、 

 

 

実績となっています。 

単位：人／月 

計画 実績 対比 計画 実績 対比 計画 実績 対比

（３）施設サービス（合計） 146 137 93.8% 146 136 93.2% 146 132 90.4%

介護老人福祉施設 92 91 98.9% 92 93 101.1% 92 94 102.2%

介護老人保健施設 44 43 97.7% 44 41 93.2% 44 38 86.4%

介護療養型医療施設 10 3 30.0% 10 2 20.0% 10 0 0.0%

介護医療院 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

平成30年度 令和元年度 令和２年度

※

令和５年度は見込み値 

 

（３）介護保険給付費の状況 

給付費は、介護給付費と介護予防給付費を合わせて、と   しています。 

単位：千円 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

900,105 907,509 965,779介護保険給付費合計
※

令和５年度は見込み値 

 

１．予防給付 

単位：千円 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

（１）介護予防サービス（合計） 22,787 26,583 25,702

介護予防訪問介護 － － －

介護予防訪問入浴介護 0 0 0

介護予防訪問看護 1,773 1,241 594

介護予防訪問リハビリテーション 211 976 547

介護予防居宅療養管理指導 158 87 75

介護予防通所介護 － － －

介護予防通所リハビリテーション 5,341 7,247 7,155

介護予防短期入所生活介護 1,016 714 0

介護予防短期入所療養介護 362 57 0

介護予防福祉用具貸与 5,701 5,740 6,034

特定介護予防福祉用具購入費 463 420 457

介護予防住宅改修 963 1,378 2,573

介護予防特定施設入居者生活介護 1,402 2,711 2,273

介護予防支援 5,396 6,011 5,995 ※

令和５年度は見込み値 

  

イメージ 

イメージ 

イメージ 
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単位：千円 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

（２）地域密着型介護予防サービス（合計） 195 26 0

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0

介護予防小規模多機能型居宅介護 195 26 0

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0  
※令和５年度は見込み値 

２．介護給付 

単位：千円 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

（１）居宅サービス（合計） 234,342 222,220 258,961

訪問介護 46,614 44,910 61,043

訪問入浴介護 4,017 2,896 1,634

訪問看護 7,316 5,809 10,812

訪問リハビリテーション 746 1,480 2,390

居宅療養管理指導 670 955 1,243

通所介護 69,761 66,870 77,287

通所リハビリテーション 22,138 20,580 19,984

短期入所生活介護 21,543 19,035 18,956

短期入所療養介護 9,638 8,455 7,161

福祉用具貸与 20,223 18,004 18,431

特定福祉用具購入費 1,151 980 1,338

住宅改修費 1,851 1,744 2,037

特定施設入居者生活介護 28,673 30,503 36,647 ※

令和５年度は見込み値 

 

単位：千円 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

（２）地域密着型サービス（合計） 259,138 273,596 300,972

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0

夜間対応型訪問介護 0 0 0

認知症対応型通所介護 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 9,426 23,383 31,957

認知症対応型共同生活介護 154,684 159,028 165,914

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0

地域密着型通所介護 48,175 45,845 57,275

居宅介護支援 46,853 45,340 45,827 ※

令和５年度は見込み値 

 

単位：千円 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

（３）施設サービス（合計） 383,643 385,084 392,468

介護老人福祉施設 274,634 279,418 293,480

介護老人保健施設 96,853 94,967 86,663

介護療養型医療施設 12,156 10,699 1,292

介護医療院 0 0 11,033 ※

令和５年度は見込み値 

 

  

イメージ 

イメージ 

イメージ 

イメージ 
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第８期計画の評価 

  

入れるかどうか検討中 
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高齢者を取り巻く課題まとめ 

  

検討中 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 

基本理念 
 

いきいき あんしん 生涯現役のまち 印西 
 

 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で「いきいき」と「あんしん」して暮らし、

「生涯現役」で、自分らしく人生を過ごすことのできるまちの実現を目指し、第７

期計画では「いきいきあんしん 生涯現役のまち印西」を基本理念として掲げ、

施策の推進を図ってきました。 

前計画でも掲げた基本理念は、今後も求められる取り組みの方向性や、本計画で

目指す地域包括ケアシステムの深化・推進の方向性に合致していることから、「地

域包括ケアシステムの構築」を中長期で目指し、本計画においても引き続き、基本

理念として踏襲していくこととします。 

 

印西市の高齢化率が   ％と、超高齢社会（高齢者が21％超）の状況にあり、

今後、要支援・要介護認定者数の増加も見込まれるため、高齢者が地域で自立した

生活を継続できるよう、高齢者一人ひとりの生活実態に即した介護保険サービス、

高齢者保健福祉サービスを提供するとともに、それぞれの価値観やニーズに応じ

た社会参加を支援することが求められます。  
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２．基本目標 

基本理念の実現に向けて、次の３つの基本目標を設定し、施策を展開します。 

 

 

 

誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、医療・介護・予防・

住まい・生活支援など、各サービスの充実に向けた連携・支援を行うとともに、地

域の多様な主体が有機的に連携し、切れ目のない支援を実現できるよう、地域包括

ケアシステムの深化・推進を目指します。 

 

 

 

高齢化が一層進む中、いつまでも健康で自立した生活を送れるよう、一人ひとり

の状況に応じた健康づくりの取り組みの充実を図ります。また、支えられるだけで

なく、支え手にもなりながら、積極的に社会参加できる機会づくりに努めます。 

そして、介護者の高齢化が進む中、介護者への支援に取り組むとともに、共に見

守り支え合いながら、誰もが地域で生きがいをもって活躍できるまちを目指しま

す。 

 

 

 

介護が必要となっても、誰もが必要な介護サービスを受けながら、安心して身近

な地域で暮らし続けられるよう、介護サービスの確保に努めます。また、持続的に

介護保険サービスが提供できるよう、事業者、関係機関等と連携し、介護保険事業

の適正な運営に努めるとともに、介護人材の確保と技能向上に向けて、一層の支援

に努めます。 

  

基本目標１   地域包括ケアシステムの深化・推進 

基本目標２   高齢者が健康で生きがいを持って活躍する

社会の実現 

基本目標３   持続可能な介護サービスの確保 
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３．日常生活圏域の設定 

地域包括ケアシステムの構築単位として想定されている「日常生活圏域」は、高

齢者が住み慣れた地域で生活を継続しながら、きめ細かく多様なサービスが受け

られるよう、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護サービスを提

供するための施設の整備状況などを総合的に勘案して定める区域のことです。  

本市では、地域で暮らしている高齢者やそのご家族が、安心して暮らすことがで

きるように、市を５つの日常生活圏域に分け、地域包括支援センターを設置してい

ます。 

南部圏域においては、近年高齢者人口の伸びが顕著になってきており、今後も増

加することが見込まれ、また、船穂・牧の原圏域と本埜圏域においては、民生委員

の地区割に合わせ、圏域の再編を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 圏域と担当地区  

圏域名 担当包括支援センター 担当地区 

北部圏域 
印西北部 

地域包括支援センター 

木下・木下南・竹袋・別所・宗甫・木下東・平岡・⼩林・ 

⼩林北・⼩林浅間・⼩林⼤門下・⼤森・⿅・⿊・⿅⿊南・ 

⻲成・発作・相嶋・浅間前・浦部・浦部村新⽥・白幡・ 

浦幡新⽥・高西新⽥・⼩倉・和泉・牧の台 

南部圏域 
印西南部 

地域包括支援センター 

⼩倉台・⼤塚・牧の⽊⼾・⽊刈・武西学園台・⼾神台・ 

中央北・中央南・内野・原⼭・高花 

船穂・牧の原 

圏域 

船穂・牧の原 

地域包括支援センター 

草深・東の原・西の原・原・泉・松崎・松崎台・結縁寺・ 

多々羅⽥・武西・⼾神・船尾・泉野・牧の原  

印旛圏域 
印旛 

地域包括支援センター 

瀬⼾・⼭⽥・平賀・平賀学園台・吉高・萩原・松・⾍・ 

岩⼾・師⼾・鎌苅・⼤廻・造⾕・つくりや台・吉⽥・美瀬・

舞姫・若萩 

本埜圏域 
本埜 

地域包括支援センター 

中根・荒野・角⽥・⻯腹寺・惣深新⽥⾶地・滝・物⽊・

笠神・⾏徳・川向・下曽根・中・萩埜・桜野・押付・ 

佐野屋・和泉屋・甚兵衛・⽴埜原・松・⽊・中⽥切・ 

下井・⻑門屋・酒直⼘杭・安⾷⼘杭・将監・本埜⼩林・

滝野・みどり台 
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▼ 圏域の人口 

圏域名 

単位：人 単位：％ 

圏域内人口 
65歳以上の 

高齢者数 
65～74歳 75歳以上 高齢化率 

北部圏域      

南部圏域      

船穂 •牧の原圏

域      

印旛圏域      

本埜圏域      

合計      

資料：高齢者福祉課（令和５（2023）年 10 月１日現在） 

 

 

▼ 圏域の医療・介護資源 単位：箇所 

圏域名 

医療 介護 

医科 歯科 
入所•入居
系施設 

小規模多
機能• 
グループ
ホーム 

通所系 
サービス 

訪問系
サービス 

居宅介護
支援事業

所 

北部圏域 
       

南部圏域 
       

船穂 •牧の原圏
域 

       

印旛圏域 
       

本埜圏域 
       

合計        

資料：高齢者福祉課（令和５（2023）年 10 月１日現在） 
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４．施策の体系図 

本計画の施策体系については、以下のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 

 

基本目標２ 

 

基本目標３ 
 

 

 

 

 

施策の展開 基本目標 基本理念 
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５．計画推進のための重点施策 

団塊の世代が後期高齢者となる令和７（2025）年に向け、高齢者が住み慣れ

た地域でいきいきとした生活を続けられるよう、住民が主体性を持って支え合

うことのできる地域づくりが重要です。 

また、アンケートのリスク傾向や国の基本方針なども参考にして、中長期で

臨むものとして、重点的に取り組む方向性を「介護予防の充実」「認知症施策の

推進」「生きがいづくりと社会参加の推進」とします。 

それらを具体的に推進するために本計画の重点施策として、「いんざい健康

ちょきん運動」「認知症サポーター養成」「      」の３つを、定めます。 

 

  

重点施策  １ いんざいちょきん運動の参加者増加 

重点施策  ２ 認知症サポーター養成講座参加者の増加 

重点施策  ３ ■■■■■■■■■■■■■■■ 
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第４章 基本理念の実現に向けた施策の展開 
 

介護保険事業計画（高齢者保健福祉計画と一体的に策定）は、第６期計画より地

域ケア計画として位置付けし、令和22年度も見据えたうえで中長期で継続し地域

ケアを進めていく計画とされています。 

本計画では、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業で構

成される地域支援事業と、高齢者保健福祉事業を一体的に実施していくこととな

ります。 

施策の展開にあたっては、制度上の枠組みによらず、基本目標に沿って整理する

ものとします。 

 

１．基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

施策の方向１－１ 介護予防の充実 

高齢者の介護予防の実態を把握し、必要な事業を展開していきます。また、地域

で行える介護予防運動を通じて、仲間づくり・地域づくりを行い、地域包括ケアシ

ステムの構築を目指していきます。  

施策・事業名 ①脳の健康教室 担当課 高齢者福祉課 

概要 

読み書きや簡単な計算等の学習を通して、脳の活性化を図ります。

また、学習に通い、他者との交流や生活リズムの保持を行うことで認

知症を予防し、参加終了後も、地域で自主的に認知症予防のための活動が

行えるように支援します。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

参加実人数

（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

＊新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年度は１回のみの実施  
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施策・事業名 ②動いて！認知症予防 担当課 高齢者福祉課 

概要 

運動を行いながら認知症の予防を図る教室です。介護予防教室におい

て、「栄養」「口腔」等の講座を取り入れ、介護予防に重要なプログラムを

総合的に実施します。また、自発的に介護予防・健康づくりに取り組む

環境を提供することで、住民が主体的に活動し、仲間づくり・地域づく

りができる仕組みを構築します。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

参加実人数

（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

＊新型コロナウイルス感染症の影響で、令和  年度は１回のみの実施 

 

施策・事業名 ③いんざい健康ちょきん運動 担当課 高齢者福祉課 

概要 

住み慣れた地域で顔なじみの人たちとの生活を維持することを目的

に、地域住民が歩いて参加できる場所で主体的に筋力運動を行いなが

ら、健康づくりや地域づくりを行います。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

参加実人数

（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 
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施策・事業名 ④介護支援ボランティア 担当課 高齢者福祉課 

概要 

高齢者の介護予防のため、市内に居住する 65 歳以上の方を対象と

し、介護保険施設等でのボランティア活動に対してポイントを付与し、

そのポイント数に応じて交付金を交付する制度です。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

ボランティア登

録者数（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

 

 

施策の方向１－２ 切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築 

本人、家族が我が事として療養生活に対する意思決定ができるよう、市民への周

知啓発に努め、ワーキンググループとの作業を通して課題の抽出や必要な支援を

検討し、体制づくりに取り組みます。 

また、地域課題の検討を行う地域ケア会議においては、圏域の個別ケースの課題

から、市として解決すべき課題を抽出し、その解決を図るとともに資源開発やネッ

トワークの構築を進めます。 

施策・事業名 ①医療・社会資源の把握 担当課 高齢者福祉課 

概要 

住民の医療・介護へのアクセスを容易にし、医療・介護関係者の連携

を促進するため、地域の医療・社会資源の把握をし、市民や関係者に情報提

供します。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

介護と医療サ

ポートガイド等 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

配布 更新 配布 更新 配布 更新 

  



 

52 

施策・事業名 ②在宅医療・介護連携推進会議 担当課 高齢者福祉課 

概要 
地域の医療•介護関係者などが参画する会議を開催し、在宅医療•介

護連携の現状把握と課題の抽出、対応策などの検討を行っています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

在宅医療•介

護連携推進会

議開催（回） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

＊新型コロナウイルス感染症の影響で、令和  年度は日程をずらして  回開催とした。 

 

施策・事業名 
③切れ目ない在宅医療と介護の提供

体制の構築 
担当課 高齢者福祉課 

概要 
地域の医療•介護関係者の協力を得て、在宅医療•介護サービスの提

供体制の構築を推進します。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

提供体制の構築 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

実施 実施 評価•改善    
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施策・事業名 ④在宅医療・介護連携に関する相談支援 担当課 高齢者福祉課 

概要 
在宅医療•介護連携に関する相談窓口の設置により、連携の取り組み

を支援します。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

相談窓口の設置 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

施策・事業名 ⑤地域住民への普及啓発 担当課 高齢者福祉課 

概要 

地域住民（本人や家族）が在宅での医療や介護について理解し、自分

自身で選択することができるように、講演会等の開催や情報提供媒体の

作成による情報提供等を行い、普及啓発活動に取り組んでいます。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

講演会等の開催 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

＊新型コロナウイルス感染症の影響で、令和  年度は実施せず。 
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施策・事業名 
⑥医療・介護関係者の情報共有の支援 担当課 高齢者福祉課 

概要 

情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療•介護関係者

の情報共有を支援します。 

在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用できるようなツールを検

討します。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

情 報 共 有 ツ ー

ル等 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

ツールの作

成 

ツールの共

有 

ツールの見

直し 
   

 

施策・事業名 ⑦医療・介護関係者の連携推進 担当課 高齢者福祉課 

概要 

介護関係職員に対して医療知識取得のため、または医療と介護相互の理

解促進のために連絡会や研修会を企画し、在宅医療•介護連携の円滑化を

図ります。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

連絡会•研修会

の開催 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

＊新型コロナウイルス感染症の影響で、令和  年度は事業所連絡会を縮小して開催し、研修会は中止し

た。 
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施策・事業名 ⑧地域ケア会議の推進 担当課 高齢者福祉課 

概要 

多職種が協働し、個別ケースの支援のために実務者レベルの地域ケア

会議を開催するとともに、そこで蓄積された最適な手法や把握した社

会資源•地域課題を関係者と共有•検討するために、市レベルの地域

ケア会議を開催します。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

市レベルの地域

ケア会議の開催 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

 

 

施策の方向１－３ 認知症施策の推進 

認知症の人にとって真に必要な内容となるよう、当事者やその家族の意見を反

映した事業を展開し、多くの人に認知症に関する正しい知識と対応方法を周知し、

認知症の人をみんなで支え、見守ることができる地域とするための基盤をつくり

ます。 

施策・事業名 
①認知症ケアパスの作成 担当課 高齢者福祉課 

概要 

認知症の人が、できる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、また認知

症の人やその家族が安心できるよう、標準的なケアパス（状態に応じ

た適切なサービス提供の流れ）を随時見直し改訂及び普及することで、

認知症の人やその家族に医療•介護サービスが切れ目なく提供される

ようにします。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

認知症ケアパス 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

配布 
配布• 

見直し 
配布 

配布• 

見直し 
配布 

配布• 

見直し 
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施策・事業名 ②認知症カフェ 担当課 高齢者福祉課 

概要 

地域での日常生活強化•家族支援に向けて、認知症の人•家族•専

門職•地域住民など誰もが参加でき、和やかに集う「認知症カフェ」を

圏域にて開催します。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

参加人数（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

＊新型コロナウイルス感染症の影響で、令和  年度は実施せず。 

 

施策・事業名 ③人材育成 担当課 高齢者福祉課 

概要 

地域での日常生活強化•家族支援に向けて、認知症になっても地域で

生活を継続していくために、医療•介護及び生活支援ネットワークを

構築し、必要な人材を育成しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

認知症地域支

援推進員ほか

増員（人） 
※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

＊新型コロナウイルス感染症の影響で、    研修会等が中止や縮小となった。 
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施策・事業名 ④認知症サポーター養成 担当課 高齢者福祉課 

概要 

地域での日常生活強化•家族支援に向けて、認知症に関する正しい知

識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対して、できる範囲

の手助けをする認知症サポーターを養成しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

認 知 症 サ ポ ー

ター養成（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

＊新型コロナウイルス感染症の影響で、令和  年度の小学校は実施せず。 

 

施策・事業名 ⑤初期集中支援チームの設置 担当課 高齢者福祉課 

概要 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域

で暮らし続けるため、適切な医療や介護サービス等の利用につながってい

ない認知症の人やその家族に早期にかかわる初期集中支援チームを配

置し、早期診断•早期対応に向けた支援体制の構築を図っています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

初 期 集 中 支 援

チームの対応件数 

（件） 
※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 
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施策・事業名 ⑥早期発見事業 担当課 高齢者福祉課 

概要 

認知症やその前段である軽度認知障害（MCI）の相談できる場を作

り、軽度認知障害（MCI）が早期に発見でき、適切な医療機関に連携で

きるよう早期発見事業を行っていきます。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

早期発見事業 

（ 物忘れプロ

グラム実施数）

（人） 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

 

施策・事業名 
⑦認知症周知啓発事業 担当課 高齢者福祉課 

概要 

認知症に対する知識を深めると同時に、認知症予防の方法を学習す

ることで、一人ひとりが認知症の危険因子を減らす行動を習慣化できるよ

うに予防事業にて支援しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

出前講座 

「知って安心

認知症予防」参加

者数（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 
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施策・事業名 ⑧成年後見制度の利用促進 担当課 

高齢者福祉課 

障がい福祉課 

社会福祉課 

概要 

ひとり暮らし高齢者や認知症の人の増加が見込まれる中で、できる限

り住み慣れた地域で暮らし続けるために、権利擁護を必要とする人を制

度に結び付けるとともに、地域で被後見人等を支える市民後見人の養成

に取り組み、支える側も支えられる側も、安心して生活できる体制を整

えます。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

事業の段階的

実施 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

中核機関機

能強化 

市民後見人

養成準備、

中核機関機

能強化 

市民後見人

養成講座開

始、中核機

関の設置検 

討 
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施策の方向１－４ 生活支援サービスの充実 

これまで行ってきた実態把握や資源調査の結果を検証し、介護予防•日常生活支

援総合事業で展開を図るもの、生活支援体制整備事業で展開を図るものを整理し、

地域の実情を地域住民と共有していくことで、支え合いの体制づくりを推進して

いきます。 

施策・事業名 ①介護予防・日常生活支援総合事業の展開 担当課 高齢者福祉課 

概要 

介護予防•日常生活支援総合事業には、要支援者等に対して必要な

支援を行う介護予防•日常生活支援サービス事業があります。住み慣

れた地域で生活を継続するために、要支援者等の状態に応じて選択がで

きるサービスの創生を目指します。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

施策・事業名 ②生活支援サービスの体制整備・充実 担当課 高齢者福祉課 

概要 

住民主体の活動や社会福祉法人、NPO、社会福祉協議会、シルバー人

材センター、地縁組織などの多様な主体による多様なサービスの提供

体制を構築し、地域の支え合いの体制作りを推進することを目指すも

のです。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

ワークショップ 

参加者数（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 
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施策の方向１－５ 高齢者にふさわしい住まい・環境の充実 

住み慣れた地域で安心した生活ができるよう、バリアフリーの住宅環境を要望

するとともに、市内の高齢者施設の整備状況の把握に努め、情報提供していきま

す。 

施策・事業名 ①高齢者向け住宅整備状況の周知 担当課 高齢者福祉課 

概要 
日常生活に支援が必要な高齢者が安心して生活できるよう、施設整備状

況を情報提供しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

入所状況や待

機者の把握 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

未実施 実施 実施 実施予定 実施予定 実施予定 

 

施策・事業名 ②バリアフリー化の推進 担当課 
高齢者福祉課 

開発指導課 

概要 
高齢者が安心して日常生活を送れるよう、住宅等のバリアフリー化の

推進を図ります。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

関係各課と連携 

照 会 に 対 す る

協議の実施 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 
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２ 基本目標２ 高齢者が健康で生きがいを持って活躍する社会

の実現 

施策の方向２－１ 健康づくりの推進 

市民一人ひとりが自発的な健康づくりに取り組み、生涯を健やかに暮らすこと

ができるまちを目指します  

施策・事業名 ①健康教育、健康づくりの普及・啓発 担当課 健康増進課 

概要 

健康講演会や出前健康講座、各種集団教室等の様々な機会を活用して

健康教育を実施します。 

一般的な健康についての教育や、病態別、運動、食事等、健康課題に

合わせた教育を実施します。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

 

施策・事業名 ②健康相談・訪問指導 担当課 健康増進課 

概要 

健診の結果等について、栄養や歯科も含めた健康全般に関する相談を

実施しています。市民のニーズに合わせ、面接、訪問、電話等で健康相

談を実施しています。 

現状・課題  

今後の方向性  
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施策・事業名 
③高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施 

 

担当課 

高齢者福祉課 

国保年金課健康増

進課 

概要 

高齢者一人ひとりに対し、フレイル等の心身の多様な課題に対応した

きめ細やかな保健事業を行うため、運動、口腔、栄養、社会参加等の観

点から保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するものです。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

施策・事業名 ④糖尿病性腎症重症化予防事業 担当課 
国保年金課 

健康増進課 

概要 

国•県が示す糖尿病性腎症重症化予防プログラムに倣い、糖尿病性

腎症の発症、重症化リスクを有する者に対して、受診、継続受診を勧奨

し、適切かつ継続的な保健指導を行い、糖尿病性腎症の重症化を予防し、

新規透析導入を阻止することで、医療費の適正化を図ります。 

現状・課題  

今後の方向性  
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施策・事業名 
⑤特定健康診査・後期高齢者健康診査・特

定保健指導 
担当課 

国保年金課 

健康増進課 

概要 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、メタボリックシンドロー

ムに着目し生活習慣病予防を図るため、40～74 歳の国民健康保険加

入者を対象に、特定健康診査を実施し、その結果により生活習慣病を招

く恐れがある人に対して、特定保健指導を行っています。また、75 歳

以上の方については後期高齢者健康診査を実施しています。令和２

（2020）年度からは後期高齢者健康診査でフレイルの危険性が高い

人を見つけるための質問を実施しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

 

施策・事業名 ⑥がん検診 担当課 健康増進課 

概要 

健康増進法第 19 条の２に基づき、がん疾患などの予防を図るとと

もに、がんを早期に発見し、適切な治療に結びつけるよう事業を実施

します。国の指針に基づき、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん•結核

検診、乳がん検診、子宮頸がん検診の５大がん検診を実施しています。ま

た、印西市独自の事業として、前立腺がん検診を実施します。 

現状・課題  

今後の方向性  
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施策・事業名 ⑦骨粗しょう症検診 担当課 健康増進課 

概要 

若い世代から骨密度測定を実施することにより、骨粗しょう症予防へ

の意識づけを行い、高齢期の骨折のリスクを減少させ介護予防に結び

つけます。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

 

施策・事業名 ⑧口腔疾患健診 担当課 健康増進課 

概要 

健康増進法第 19 条の２に基づき、歯周病の発症率が高くなる 30 

歳以降の市民に対し口腔疾患健診を実施することにより、歯周病に限ら

ず口腔内の疾患に対し予防意識を持たせ、高齢期の歯の喪失を防ぎま

す。また、健診後早期に受診勧奨をすることにより、口腔内疾患の進行

を抑制します。 

現状・課題  

今後の方向性  
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施策の方向２－２ 生きがいづくりと社会参加の推進 

高齢者が地域でいつまでも長く生きがいを持って暮らせるよう、人々との交流

や活動の場を提供すると共に、様々なライフスタイルに対応するため、就労を含め

た幅広い活動を支援していきます。  

施策・事業名 ①学習機会の提供 担当課 生涯学習課 

概要 

公民館•地域交流館及び図書館等の生涯学習施設では、子どもから

高齢者まで、市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現などに

つながる生涯を通して学習できる環境づくりを推進し、市民のニーズや

対象世代に合わせた多様な学習機会を提供しています。さらに、図書

館では、図書館資料を通して利用者が高齢者福祉や障がい者福祉につ

いて学ぶ機会への支援、図書館資料の郵送、宅配、対面朗読の制度等

のサービスを実施しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

 

施策・事業名 ②生涯スポーツの充実 担当課 スポーツ振興課 

概要 
高齢者の健康維持には、適度な運動（スポーツ）も必要なことから、

楽しみながらできるニュースポーツ等の普及に努めます。 

現状・課題  

今後の方向性  
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施策・事業名 ③就労機会の提供 担当課 高齢者福祉課 

概要 

高齢者の生きがいのある自立した生活を支援するため、就労に必要な

技能の習得、就労相談等を行っています。 

シルバー人材センターを支援して、高齢者の就労に向けた各種講習会

を実施し、実際の就労にも繋げています。 

高齢者が希望する就労機会の提供を効率的に行うことで、高齢者の生

きがいの充実、社会参加が促進され、地域福祉の増進を図ることができ

ます。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

会員数（人） 

※各年度 

４月１日時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

●高齢者就労支援センターのリニューアル 

高齢者就労支援センターは高齢者が生

きがいのある自立した生活を送れるよう

支援するため、市が設置した施設で印西

市シルバー人材センターが管理・運営を

行っています。 

また、60 歳以上の働く意欲のある市民

を対象に、就労に必要な技術習得や、教

養の向上に資する各種講習会を随時開催

しております。 
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施策・事業名 ④高齢者クラブの支援 担当課 高齢者福祉課 

概要 

高齢者の生きがいづくりと社会参加を目的に設立された団体に、補助

金等の支援を行っています。 

高齢者クラブは、自らの老後を健全で豊かなものにするために、地

域を基盤とする高齢者の自主的な組織であり、地域との関わりを深める

とともに、高齢者の交流活動の場として大きな役割を担っています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

会員数（人） 

※各年度 

４月１日時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

 

 

施策・事業名 ⑤交流活動の充実 担当課 高齢者福祉課 

概要 
高齢者の健康増進、教養の向上やレクリエーションのための場の提供

を行います。 

現状・課題  

今後の方向性  
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施策の方向２－３ 高齢者と家族を支える福祉サービスの充実 

配食サービスなどこれまでの事業を継続しつつ、高齢者と家族の多様なニーズ

に合わせた各種施策を検討することで、より充実した福祉サービスの実施を図り

ます。 

施策•事業名 
①緊急通報装置設置等サービス 担当課 高齢者福祉課 

概要 

65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯等に対し、緊急

事態に備えた緊急通報装置又は緊急通報専用携帯電話端末を貸与し、受信

センターが24時間体制で相談や緊急事態発生等の通報を受信し対応する

サービスを提供しています。 

現状•課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

新規登録者数 

（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

35 34 実施中 35 35 35 

 

 

施策・事業名 ②紙おむつ給付サービス 担当課 高齢者福祉課 

概要 

要介護認定で「要介護２」、「要介護３」、「要介護４」、「要介護５」

のいずれかに認定され、常におむつを使用する必要のある在宅生活の要介

護高齢者を対象に、紙おむつを給付するサービスを実施しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

登録者数（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

479 578 実施中 600 600 600 
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施策・事業名 
③配食サービス 担当課 

高齢者福祉課 

障がい福祉課 

概要 

身体的、環境的な理由から調理が困難なため、在宅での生活に支障

のある概ね 65 歳以上の高齢者や障がいのある人を対象とし、安否確

認を兼ねて夕食を自宅に届けるサービスを実施しています。 

現状・課題  

今後の方向性 
 

指標 実績 計画 

新規登録者数 

（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

 

 

施策・事業名 ④福祉カー貸付 担当課 
高齢者福祉課 

障がい福祉課 

概要 
高齢者又は障がいのある人やその家族に、車いす•ストレッチャー対

応のリフト付きワゴン車を貸出するサービスを提供しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

利用回数（回） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 
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施策・事業名 ⑤外出支援サービス 担当課 
高齢者福祉課 

障がい福祉課 

概要 

医療機関への通院、公共施設の利用等のために、介助なしで公共交通機

関（電車•バス•タクシー）を利用することが困難な 65 歳以上の要支

援•要介護認定者や障がいのある人に対し、送迎サービスを提供してい

ます。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

利用件数（件） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 

      

 

施策・事業名 ⑥福祉タクシー 担当課 
障がい福祉課 

高齢者福祉課 

概要 
要介護１以上の要介護認定者や障がいのある人を対象に、福祉タク

シー利用券を交付し、乗車料金の一部を助成しています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

利用回数（回） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 
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施策・事業名 ⑦低所得利用者負担軽減対策事業 担当課 高齢者福祉課 

概要 

要支援•要介護認定者のうち低所得で特に生計が困難である人が、

特定の介護サービス（事業に参加している社会福祉法人等が実施して

いる介護サービス）を利用する際に、経済的な負担を軽減するため、利用

料金が減額されます。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

 

施策の方向２－４ 安心・安全なまちづくり 

（１）福祉のまちづくりの推進 【高齢者福祉課】 

開発行為を行う事業者に対し、バリアフリー化等、住環境に配慮した整備に努め

るよう意見を付しています。 

高齢者だけでなく、すべての市民が安心して暮らしていくことができるよう、ユ

ニバーサルデザイン（年齢や性別、体型、障がいの有無等にかかわらず、誰にでも

使いやすい製品等をデザインすること）による施設や環境の整備に配慮したまち

づくりを推進します。 
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（２）災害時等における支援体制の充実 

施策・事業名 ①避難行動要支援者避難支援 担当課 

社会福祉課•高齢

者福祉課•障がい

福祉課•健康増進課

•子育て支援課•市

民活動推進課•防

災課 

概要 

「印西市避難行動要支援者避難支援計画」に基づいて避難行動要支援

者名簿を作成し、平常時における見守りや災害時における安否確認•

避難支援に活用するため、避難支援等関係者に名簿情報を提供します。

また、避難支援等関係者による個別計画の作成などにより、災害発生時

における避難行動要支援者の避難支援体制の構築を図ります。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

 

施策・事業名 ②救急医療情報キット配布事業 担当課 
高齢者福祉課 

障がい福祉課 

概要 

ひとり暮らし高齢者や障がいのある人等に、かかりつけ医療機関等救

急時に必要な情報を保管する、救急医療情報キットを配布し、迅速な救

急活動に役立てています。 

現状・課題  

今後の方向性  

指標 実績 計画 

新規配布者数 

（人） 

※各年度末時点 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R6 

（2021） 

R7 

（2022） 

R8 

（2023） 
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施策・事業名 
③緊急情報等の提供に関する高齢者等地

域見守り支援 
担当課 高齢者福祉課 

概要 

ひとり暮らし高齢者等の緊急を要する異変等を迅速に発見し、孤立死

の防止等につなげていくため、民生委員、社会福祉協議会、地域包括支

援センター、高齢者クラブ、市内会等、新聞販売店ほかの事業者等と幅

広く連携して、迅速な対応が取れる環境づくりを行っています。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

 

施策・事業名 ④民生委員による見守り活動 担当課 社会福祉課 

概要 

民生委員は日ごろから、訪問や声かけなど地域の見守り活動を行い、

地域と行政の橋渡しの役割を担っています。また年１回、ひとり暮らし

高齢者•高齢者のみの世帯の世帯実態調査を行っています。 

現状・課題  

今後の方向性  
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施策・事業名 ⑤ＳＯＳネットワーク 担当課 高齢者福祉課 

概要 
行方不明者が出た際、ＦＡＸにより関係機関や協力事業所へ情報を流

し、早期発見•保護へと繋げています。 

現状・課題  

今後の方向性  

 

 

施策・事業名 
⑥高齢者虐待防止ネットワークと高

齢者虐待への対応 
担当課 高齢者福祉課 

概要 

関係機関とのネットワークを構築し、高齢者虐待の防止のための啓

発事業、虐待の早期発見、早期対応に取り組んでいます。高齢者虐待防

止のための取り組みについて話し合うとともに、介護サービス事業者

等を対象に、虐待防止に向けた研修会等も開催しています。 

現状・課題  

今後の方向性  
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（３）災害・感染症（予防）対策の推進 【高齢者福祉課】 

災害と新型感染症大規模発生時の対応については、印西市地域防災計画と印西市

新型インフルエンザ等対策行動計画に沿って、高齢者の生活を支える施策に取り組

みます。 

また、災害の発生や新型感染症を完全に防ぐことが難しい現状を踏まえて、感染

症予防については、日頃から介護保険サービス事業所等と連携し、災害時の防疫体

制を整備するとともに、感染拡大防止策の周知啓発や、感染症発生時に備えた平時

からの必要な物資の備蓄•調達などの事前準備、感染症発生時の事業継続に向けた

連携体制の構築等を行うことが重要です。 

さらに、在宅介護者が感染症に罹患した場合、介護を継続することが困難となる

おそれがあります。そうした状況において、在宅サービスなどを提供する介護保険

サービス事業所が、サービス提供を実施する場合は、本市と事業所が連携しなが

ら、事業計続を計画的に図ります。 

 

○災害への対策 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、

被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、地震や水害等に

対して高齢者の生活を支える施策に取り組み、事業計継続を計画的に図ります。ま

た、国や千葉県、近隣市町村とも連携しながら実施していきます。さらに、災害発

生時は住民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、災害教

訓の伝承や防災教育の推進により、防災意識の向上にさらに努めるように促してい

きます。 

 

ア 避難行動要支援者避難支援プランに基づき、各地域・地区において事業に関する

説明を行い、普及啓発に努め、より広範囲で避難行動要支援者への支援体制の整備

を図ります。また、介護事業者等と連携を進め、支援体制の整備を推進します。  

 

イ 福祉避難所（高齢者）施設の拡充に取り組んでいくとともに、協定施設と連携し

て訓練や検討会等を実施するなど、災害時の実効性を高める取り組みを進めます。

また、多様化する自然災害に備えるため、今後の福祉避難所の開設時期や必要とな

る備蓄物資・器材の選定や確保の方法等を検討します。  

 

ウ 民生委員、社会福祉協議会、保健福祉サービス事業者等と連携し、在宅で避難生

活を送る要配慮者に対して、訪問等による健康状態の確認や福祉ニーズを把握する

体制の整備を図ります。 
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（４）ボランティア活動の推進 【高齢者福祉課】 

地域包括ケアシステムの構築に向け、また、地域共生社会を進めていくために、

住民の互助や自助も大事になっており、その一旦として、生活上の身近な困りごと

を支援する担い手の養成が課題となっています。  

地域包括ケアシステムの構築に向けて、市社会福祉協議会のボランティアセン

ターをはじめ、各ボランティアグループ等、福祉に関するボランティア活動に誰も

が気軽に参加できるよう、ボランティアの養成と活動支援に取り組みます。また、

高齢者が社会参加•地域貢献を行うきっかけをつくるために、介護支援ボラン

ティア制度等を活用します。 
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基本目標３ 持続可能な介護サービスの確保 

介護保険サービスについては、令和２2年も見据えた中長期的な視点を持ちつつ、

持続的な事業運営ができるように効率的に事業を進めるとともに、公平で質の高

いサービスを提供できるよう取り組みます。  

その前提となる本計画期間中のサービス利用見込み量は以下のとおりです。推

計は、国が示した地域包括ケア「見える化」システムを用い、市の実績・実情を勘

案して行っています。 

 

施策の方向３－１ 在宅サービスの充実 

（１）訪問介護 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴•排せつ•食事等の身体介護や調理•洗濯

•掃除等の生活援助を行うものです。介護予防訪問介護（ホームヘルプ）は、総合

事業に移行しています。 

介護 

給付 

単位 
第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 289 296 313      

実績値B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

（２）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

利用者の身体の清潔維持と心身機能の維持を図ります。介護が必要な方の居宅を

訪問し、浴槽を運び入れて入浴の介助を行うサービスです。  

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 35 39 41      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 1 1 1      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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（３）訪問看護・介護予防訪問看護 

療養生活の支援と心身機能維持回復を図ります。医師の指示に基づいて、訪問看

護ステーションや病院•診療所の看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な

診療の補助を行うサービスです。 

今後も在宅医療を必要とする人の増加が予測されるため、円滑にサービスが提供

できるよう、事業所の整備について検討していきます。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 136 136 145      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 24 25 26      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

 

（４）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士等のリハビリ専門職が居宅を訪問し、日常生活の自立の

ためのリハビリテーションを行うサービスです。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 105 114 119      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 31 33 34      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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（５）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

通院が困難な利用者の療養上の管理及び指導を行います。病院•診療所、薬局等

の医師•歯科医師•薬剤師•栄養士等が定期的に居宅を訪問して、医学的な管理や

指導を行うサービスです。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 332 357 380      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 42 44 46      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

 

（６）通所介護 

利用者の心身機能の維持と社会的孤立感の解消や、家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図ります。介護の必要な方が通所介護事業所へ通い、入浴•排せつ•食事

等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を受けるサービスです。  

介護予防通所介護は総合事業に移行しています。 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 626 666 706     1,165 

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

※平成28年度から、定員18名以下の通所介護は地域密着型通所介護に移⾏しています。 
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（７）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

医療機関や介護老人保健施設において心身機能の維持回復を図り、日常生活の自

立を助けるためのリハビリテーションを行うサービスです。 

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 194 202 215      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 81 84 89      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

※介護予防については、月単位の定額であるため利用回数は掲載していません。 

 

（８）短期入所生活介護（特養等）・介護予防短期入所生活介護（ショート

ステイ） 

介護者が一定期間、家を離れるために介護ができなくなった場合等に、特別養護

4＊老人ホーム等に短期入所（ショートステイ）するサービスです。  

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 181 186 196      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 10 12 12      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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（９）短期入所療養介護（老健）・介護予防短期入所療養介護 

利用者の心身機能の維持、家族の方の身体的、精神的負担の軽減を図ります。介

護老人保健施設で実施する短期入所（ショートステイ）で、医療上のケアを含む介

護や機能訓練等を行うサービスです。 

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 15 15 17      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 1 1 1      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

（９）短期入所療養介護（病院等）・介護予防短期入所療養介護 

病院等の医療施設で実施する短期入所（ショートステイ）で、介護老人保健施設

と同様、医療上のケアを含む介護や機能訓練等を行うサービスです。  

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 0 0 0      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％ — — — — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 0 0 0      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％ — — — — — — — — 
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（10）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

車いすや特殊寝台、体位変換器・歩行補助杖・歩行器・徘徊感知器・移動用リフ

ト等の福祉用具の貸出をするサービスです。  

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 838 897 953      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 317 333 348      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

 

（11）特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

利用者の日常生活上の便宜を図り、利用者や介護者の負担軽減を図るため、入浴や

排せつ等に用いる特定福祉用具の購入費を支給するサービスです。 

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 21 22 22      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 6 7 7      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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（12）住宅改修 

利用者の日常生活上の便宜を図り、利用者や介護者の負担軽減を図るため、自宅

の手すりの取り付け、段差解消等、軽微な住宅改修に要した費用を支給するサービ

スです。 

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 14 15 15      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 5 6 7      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

 

（13）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

介護付き高齢者住宅に入居している方へ、入浴•排せつ•食事等の日常生活上の

世話や機能訓練等を行うサービスです。 

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 105 109 115      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 16 16 16      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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施策の方向３－２ 地域密着型サービスの充実 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

訪問介護事業所と訪問看護事業所が連携し、日中、夜間を通じた短時間の定期巡

回による訪問サービス及び利用者からの通報により随時訪問し、訪問介護や訪問看

護のサービスを行います。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 19 20 21      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

（２）夜間対応型訪問介護 

夜間の定期的な巡回訪問や、通報に応じて介護福祉士などに来てもらう介護サー

ビスです。 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 0 0 0      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％ — — — — — — — — 

 

（３）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症のある人に対し、デイサービスセンター等において、入浴•排せつ•食事

等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 15 15 15      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 0 0 0      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％ — — — — — — — — 
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（４）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

利用者の容体や希望に応じて、随時、訪問•通所•泊まりを組み合わせ、日常生

活の介護、機能訓練を提供するサービスで、中度•重度になっても在宅での生活が

継続できるよう支援するサービスです。第８期計画期間中の整備は見込まず、既存

の事業所において対応を図っています。 

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 36 38 41      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 8 8 8      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

（５）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介

護 

認知症高齢者が少人数で共同生活を営みながら、食事•入浴等の介助や機能回復

訓練を行うサービスです。１事業所、２ユニット18名分の整備が第８期より増えて

います。 

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 97 97 115      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 2 2 2      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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（６）地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員29名以下で、入居者が要介護者、その配偶者等に限定されている介護付き高

齢者住宅に入居している要介護者に対し、入浴•排せつ•食事等の日常生活上の世

話や機能訓練等を行うサービスです。 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 0 0 0      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％ — — — — — — — — 

 

（７）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員29名以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者に対する、日常生

活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。１事業所で、定員29名以下の整備を

第８期から開始しています。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 0 29 29      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

（８）看護小規模多機能型居宅介護 

居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供するサービスで、小規模

多機能型居宅介護事業所と訪問看護等を組み合わせ、医療ニーズに対応した小規模

多機能型サービス等を利用者に対し柔軟に提供するサービスです。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 0 0 0      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％ — — — — — — — — 
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（９）地域密着型通所介護 

身近な地域でサービス提供を行う定員 18 名以下の小規模な通所介護サービス

です。 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 211 223 236      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

 

施策の方向３－３ 施設サービスの充実 

（１）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

特別養護老人ホームのことで、居宅での生活が困難な要介護者が、入浴•排せつ

•食事•その他日常生活上の介護を受ける施設サービスです。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 496 496 496      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

（２）介護老人保健施設 

常時介護が必要な要介護者で、看護•医学的な管理のもと、介護及び機能訓練、

その他必要な医療や日常生活上の世話を行う施設サービスです。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 187 187 187      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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（３）介護療養型医療施設 

療養病床を有する病院•診療所に入院している要介護者に対し、療養上の管理•

看護、及び医学的管理のもと、介護等の世話•機能訓練•その他必要な医療を行う

入院施設でのサービスです。介護療養型医療施設については、経過措置の令和５

（2023）年度末までで廃止し、介護医療院等への移行が図られます。  

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 

計画値A 人／月 1 1 1 — — — 

実績値 B 人／月    — — — 

B／A ％    — — — 

 

（４）介護医療院 

主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基

づいて、療養上の管理•看護•医学的管理のもと、介護等の世話•機能訓練その他

必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設サービスです。  

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 4 4 5      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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施策の方向３－４ 居宅介護支援、介護予防支援の充実 

（１）居宅介護支援・介護予防支援 

ケアマネジャーが在宅の要介護認定者の心身の状況や、環境、本人や家族の希望

等を踏まえてケアプランを作成し、サービス事業者との連絡•調整等を行います。

なお、要支援については地域包括支援センターが行います。  

高齢者の増加に伴い、介護予防•重度化防止に向けたリハビリテーションの重要

性が増しています。ケアプランの中でも、可能な限りリハビリテーション機能を含

むサービスを取り入れるなど、リハビリテーションに係るサービス利用率の向上を

目指します。 

 

介護 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 1,327 1,411 1,498      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 

 

予防 

給付 

 

単位 

第8期 第9期 中期 

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R12 R22 

計画値A 人／月 380 398 417      

実績値 B 人／月    — — — — — 

B／A ％    — — — — — 
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施策の方向３－５ 地域支援事業の充実 

介護保険の財源は、原則50％を保険料でまかない、残り50％を公費でまかなう

仕組みになっています。地域支援事業は、この介護保険財源をもとに市町村が取り

組む事業で、高齢者が要支援•要介護状態となることを予防するとともに、重度化

しないよう、可能な限り地域において自立した生活が送れるよう支援する事業です。 

地域支援事業の中で取り扱う事業として以下の３つがあります。１．介護予防•

日常生活支援総合事業、２．包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び

任意事業、３．包括的支援事業（社会保障充実分）です。  

介護予防•日常生活支援総合事業では、制度改正により、平成28（2016）年３

月から、従来介護予防給付で行われていた要支援１•２の訪問介護、通所介護は、

地域支援事業の中の介護予防•日常生活支援総合事業の枠組みで実施しています。 

この総合事業では、多様なサービスや通いの場については、地域共生社会の実現

に向けて自助・互助の観点で、生活支援の担い手として住民自らが活躍できるよう

今後も促します。一般介護予防事業については、市の状況にあった実施方法を検討

しながら介護予防につながる施策を継続していきます。  

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業と包括的支援事業

（社会保障充実分）では、地域包括ケアの推進に向けて、地域ケア会議の充実や在

宅医療•介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備など、

地域包括支援センター機能の強化が図られています。  

また、任意事業である介護給付費適正化事業は、保険者としての本市が、介護サー

ビスの質の確保•向上、給付の適正化を目的として取り組む事業です。適正化のた

めの主要５事業として、①要介護認定の適正化、②ケアプラン点検、③住宅改修福

祉用具点検、④医療情報との突合•縦覧点検、⑤介護給付費の通知を実施していま

す。 

地域包括支援センターの運営として、地域ケア会議、在宅医療と介護、権利擁護

（認知症の周知理解や成年後見制度利用）を実施していますが、今後は市民への周

知や地域のネットワークの強化を図ります。  

地域包括ケアシステム構築のため、市民への啓発、地域社会のネットワークづく

りや事業所支援に継続して取り組みます。 

 

▼ 介護予防•日常生活支援総合事業における訪問介護•通所介護相当サービス（年間）  

 単位 
第９期 中期 

R3 R4 R5 R12 R22 

訪問介護相当サービス 
千円      

人      

通所介護相当サービス 
千円      

人      

通所型サービスC 

（短期集中型） 千円      
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本市で実施中•または実施を予定している地域支援事業  

 

１．介護予防•日常生活支援総合事業 

●訪問介護相当サービス 

●通所介護相当サービス 

●通所型サービスC【令和３（2021）年度より実施】 

●介護予防ケアマネジメント 

●介護予防把握事業 

●介護予防普及啓発事業 

●地域介護予防活動支援事業 

●一般介護予防事業評価事業【令和 （20  ）年度のみ実施予定】 

●地域リハビリテーション活動支援事業  

 

２．包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業  

●包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) 

●任意事業（介護給付費適正化事業等）  

 

３．包括的支援事業（社会保障充実分） 

●在宅医療•介護連携推進事業 

●生活支援体制整備事業 

●認知症初期集中支援推進事業 

●認知症地域支援•ケア向上事業 

●認知症サポーター活動促進•地域づくり推進事業  

●地域ケア会議推進事業 
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●総合事業を構成する各事業の概要及び対象者 

種 別 事 業 概 要 サービス 

介護予防・ 

生活支援 

サービス事

業 

訪問型サービス  

対象者に対し、掃除、洗濯

等の日常生活上の支援を

提供します。  

●訪問介護相当事業  

通所型サービス  

対象者に対し、機能訓練や

集いの場等、日常生活上の

支援を提供します。  

●通所介護相当事業  

●高齢者生活自立支援事業 

●通所型サービスＣ事業  

■対象者 

・要支援認定

者 

・基本チェッ

ク リ ス ト

該当者 

その他の 

生活支援サービ

ス 

対象者に対し、栄養改善を

目的とした配食や見守り

等の支援を提供します。  

●配食サービス  

●見守り（住民主体）  

●あんしんネットワーク事業 

介護予防 

ケアマネジメン

ト 

対象者に対し、総合事業に

よるサービス等が適切に

提供できるようケアマネ

ジメントを実施します。  

●介護予防ケアマネジメント

事業 

    

一般介護 

予防事業 

介護予防把握事

業 

閉じこもり等の何らかの

支援を要する者を把握し、

介護予防活動へつなげま

す。 

●基本チェックリストの実施  

介護予防 

普及啓発事業  

介護予防活動の普及・啓発

を行います。 

介護予防講演会、健康教育、健

康相談、高齢者料理教室  

■対象者 

・第１号被保

険者（65歳

以上の方） 

・介護支援の

た め の 活

動 に 関 わ

る者 

地域介護予防  

活動支援事業  

住民主体の介護予防活動

の育成・支援を行います。 

●住民主体の活動支援事業（老

人クラブ等健康教育・健康相

談） 

●介護予防ボランティア支援  

●ふれあいサロン事業など 

一般介護予防  

事業評価事業  

介護保険事業計画に定め

る目標値の達成状況等を

検証し、一般介護予防事業

の評価を行います。  

１次予防事業評価事業  

２次予防事業評価事業  

 

○対象者判定のための基本チェックリストについて 

基本チェックリストは、相談窓口において介護認定や生活の困り事等の相談をした高齢者に

対して、この基本チェックリストを実施し、利用すべきサービスの区分（一般介護予防事業、介護

予防・生活支援サービス事業及び介護保険給付）の振り分けを行い、適切なサービス利用と提

供に努めるためのものです。 

  

どこに入れるか検討中 
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●地域包括支援センターが行う包括的支援事業 

 

（ア）総合相談支援業務 

地域の高齢者にどのような支援が必要なのかを把握し、保健・医療・福祉など

の適切なサービス、関係機関や制度の利用につなげるなどの支援を行います。 

主な 

業務 

・地域における様々な関係機関などとのネットワーク構築  

・高齢者の心身の状況や家庭環境などの実態把握  

・サービスに関する情報提供などの相談対応や、継続的・専門的な相談支

援 

・地域共生社会の観点に立った包括的な支援  

 

（イ）権利擁護業務 

高齢者などが地域生活における困難を抱えた場合、成年後見制度の活用支援や

養護老人ホームへの入所措置の相談、虐待の予防・早期発見など、地域において

尊厳のある生活を維持し、安心して生活ができるよう支援を行います。  

主な 

業務 

・成年後見制度の活用促進 

・老人福祉施設などへの措置支援  

・虐待や困難事例への対応  

・消費者被害の防止  

 

（ウ）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、介護支援専門員や地域の

関係機関等との連携により、包括的かつ継続的に支援を行います。  

主な 

業務 

・包括的・継続的なケア体制の構築  

・介護支援専門員の個別相談・助言  

・介護支援専門員同士のネットワーク構築  

・支援困難事例などへの指導・助言  

 

（エ）介護予防ケアマネジメント業務 

要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者や要支援認定を受けた高齢者な

どに対し、心身の状況等を把握し、その利用者に応じた支援計画を作成、サービ

スの調整を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。  

主な 

業務 

・総合事業の介護予防ケアマネジメント業務  

・予防給付に関するケアマネジメント業務  

 (予防給付のケアマネジメントは指定介護予防支援事業所として実施) 

  

どこに入れるか検討中 
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施策の方向３－６ 保健福祉事業の実施 

市町村は、地域支援事業のほかに介護保険法第115条の49に基づき、保健福祉

事業として、介護者支援のための事業や被保険者が要介護状態になることを予防す

るための事業などを行うことができるとされています。  

本市においては、要介護認定で「要介護２」、「要介護３」、「要介護４」、「要介護

５」のいずれかに認定され、常におむつを使用する必要のある在宅生活の要介護高

齢者を対象に、紙おむつを給付するサービスを実施しています。事業内容を検討し

ながら、引き続き事業を継続します。 

 単位 
第8期 

R3 R4 R5 

紙おむつ給付サービス  千円    

 人    

 

  



 

96 

施策の方向３－７ 給付費と保険料の推計 

（１）介護保険料の算定方法と流れ 

介護保険料は、要介護認定者数等の推計をもとに、これまでのサービス利用実

績、利用者数を勘案して各サービスの提供目標量（利用見込み量）を推計し、それ

により算定した給付費と、制度運営等に係る費用総額を算定した後、将来の被保険

者数で除して算定します。 

 

 

  

利
用
者
数

サ
ー
ビ
ス
量

費

用

将来の高齢者人口

将来の要支援・要介護認定者数

介護保険サービスの
利用状況

介護保険サービスの
利用意向

介護保険サービス給付量

介護保険サービス給付費

・特定入所者介護サービス
・高額介護サービス
・高額医療合算介護サービス
・審査支払手数料

標準給付費

地域支援事業費

保険料の算定

サービスの利用人数、
回数など

サービスの
保険給付金額

介護保険に係る
総費用
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（２）介護給付等に係る事業費と地域支援事業費の財源構成 

介護保険事業の財源については、事業内容により、公費負担と対象者負担の割合

が異なります。財源の内訳については、以下のとおりです。  

①介護給付等に係る事業費の財源構成 

介護給付等に係る事業費の財源は、第１号保険料及び第２号保険料、国（25％、

調整交付金5％含む）・県（12.5％）・市（12.5％）の負担金で賄われます。 

第１号保険料の負担割合は、全国的な高齢化の進行を反映して、第１期では

17％でしたが、第２期18％、第3期19％、第4期20％、第5期21％、第６期22％、

第７期23％、第８期も23％と推移し、第９期は  ％となります。 

▼ 介護給付等に係る事業費  

 

※なお、施設系サービス費については国庫15％、千葉県17.5％の負担となっています。 

②地域支援事業の財源構成 

地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業）

などの財源は、介護給付費と同じく50％が国・県・市による公費負担、50％が第

１号と第２号の保険料負担です。 

包括的支援事業と任意事業の財源は、第２号被保険者の負担がなくなり、  ％

が国・県・市による公費負担、  ％が第１号保険料で構成されます。 

▼ 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）  ▼ 地域支援事業（総合事業以外） 

  

国庫負担金

20.0%

財政調整交付金（国）

5.0%

千葉県負担金

12.5%

印西市

負担金

12.5%

第２号

被保険者

27.0%

第１号

被保険者

23.0%

第８期における介護保険の財源

国庫負担金

20.0%

財政調整交付金（国）

5.0%

千葉県負担金

12.5%

印西市

負担金

12.5%

第２号

被保険者

27.0%

第１号

被保険者

23.0%

第９期における介護保険の財源

国公表前 

国庫負担金
38.50%

千葉県

負担金
19.25%

印西市

負担金
19.25%

第１号

被保険者

の保険料
23.00%

包括的支援事業・任意事業の財源内訳

国庫負担金
20.00%

財政調整

交付金

（国）
5.00%

千葉県

負担金
12.50%

印西市

負担金
12.50%

第２号

被保険者

の保険料
27.00%

第１号

被保険者

の保険料
23.00%

介護予防・日常生活支援総合事業

（総合事業）の財源内訳

国公表前 

イメージ 
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（３）所得段階別被保険者数の推計（第１号被保険者） 

第８期計画期間の所得段階別の加入者割合を参考に、第９期計画期間における

所得段階別の第１号被保険者数を推計しました。令和５年度における各段階人数

の割合に推計人口を乗じて推計しています。 

単位：人 

所得段階 対象者 

第１号 

被保険者 

全体に 

対する 

構成比 

所得段階別  

第１号被保険者数  

令和６年度  令和７年度  令和８年度  

第１段階 

生活保護受給者、住民税非課税世帯であり、

かつ、老齢福祉年金受給者、又は住民税非課

税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金

収入額と合計所得金額の合計が年額８０万円

以下の人 

11.9%    

第２段階 

住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計が

年額８０万円を超え１２０万円以下の人  

5.4%    

第３段階 

住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計が

年額１２０万円を超える人  

4.4%    

第４段階 

住民税課税世帯であるが、本人は非課税であ

り、かつ、本人の前年の課税年金収入額と合

計所得金額の合計が年額８０万円以下の人  

15.2%    

第５段階 

住民税課税世帯であるが、本人は非課税であ

り、かつ、本人の前年の課税年金収入額と合

計所得金額の合計が年額８０万円を超える人  

14.6%    

第６段階 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の

前年の合計所得金額が年額１２０万円未満の

人 

15.1%    

第７段階 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の

前年の合計所得金額が年額１２０万円以上２１

０万円未満の人 

15.7%    

第８段階 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の

前年の合計所得金額が年額２１０万円以上３２

０万円未満の人 

9.6%    

第９段階 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の

前年の合計所得金額が年額３2０万円以上４０

０万円未満の人 

3.0%    

第10段階 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の

前年の合計所得金額が年額４００万円以上６０

０万円未満の人 

2.7%    

第11段階 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の

前年の合計所得金額が年額６００万円以上８０

０万円未満の人 

0.8%    

第12段階 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の

前年の合計所得金額が年額８００万円以上１ ,

０００万円未満の人 

0.5%    

第13段階 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の

前年の合計所得金額が年額１ ,０００万円以上

の人 

1.1%    
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（４）介護サービス給付費 

単位：千円 

サービス種類 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

（
１
）
居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護    

訪問入浴介護     

訪問看護    

訪問リハビリテーション    

居宅療養管理指導     

通所介護    

通所リハビリテーション    

短期入所生活介護（特養）    

短期入所療養介護（老健）    

短期入所療養介護（病院等） － － － 

短期入所療養介護（介護医療院）    

福祉用具貸与     

特定福祉用具購入費     

住宅改修費     

特定施設入居者生活介護     

小計    

（
２
）
地
域
密
着
型 

 
 

 

サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護     

夜間対応型訪問介護    

地域密着型通所介護    

認知症対応型通所介護    

小規模多機能型居宅介護    

認知症対応型共同生活介護    

地域密着型特定施設入居者生活介護     

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 
   

看護小規模多機能型居宅介護    

小計    

（
３
）
施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設     

介護老人保健施設     

介護医療院     

介護療養型医療施設     

小計    

（４）居宅介護支援     

合計    

資料：地域包括ケア「見える化システム」より推計   
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（５）介護予防サービス給付費 

単位：千円 

サービス種類  令和６年度 令和７年度 令和８年度 

（
１
）
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問入浴介護    

介護予防訪問看護    

介護予防訪問リハビリテーション    

介護予防居宅療養管理指導    

介護予防通所リハビリテーション    

介護予防短期入所生活介護    

介護予防短期入所療養介護（老健）    

介護予防短期入所療養介護（病院等）    

介護予防短期入所療養介護 (介護医

療院) 
   

介護予防福祉用具貸与    

特定介護予防福祉用具購入費    

介護予防住宅改修    

介護予防特定施設入居者生活介護     

小計    

（
２
）
地
域
密
着
型 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介護     

介護予防小規模多機能型居宅介護     

介護予防認知症対応型共同生活介護     

小計    

（３）介護予防支援     

合計    

資料：地域包括ケア「見える化システム」より推計  
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（６）標準給付費の推計と地域支援事業費の推計 

 

①標準給付費の推計 

給付費合計に特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付

額、高額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料が加算され、

標準給付費は、以下のように推計されます。 

 第９期 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

標準給付費見込額    

総給付費    

特定入所者介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 

   

高額介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 

   

高額医療合算介護サービス費等給付額    

算定対象審査支払手数料    

資料：地域包括ケア「見える化システム」より推計  

 

 

②地域支援事業費推計 

地域支援事業費の介護予防•日常生活支援総合事業費、包括的支援事業•任意

事業費は以下のように推計されます。 

 第９期 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域支援事業費（合計）    

介護予防・日常生活支援総合事業

費 
   

包括的支援事業（地域包括支援セン

ターの運営）及び任意事業費 
   

包括的支援事業（社会保障充実分）    

資料：地域包括ケア「見える化システム」より推計  
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（７）保険給付費等の見込み 

令和６年度から令和８年度までの、３年間の介護給付費及び介護予防給付費を

まとめると、    万円となります。 

標準給付費の３年間の合計は      万円となり、地域支援事業費の３年間

の合計は     万円と合わせた給付費総計は、３年間で    万円となりま

す。 

単位：千円 

 令和６年度  令和７年度 令和８年度  
第９期 

合計 

給付費関係   

介護給付 ①     

予防給付 ②     

総給付費 ③＝①＋②     

特定入所者介護サービス費等給付額  ④     

補足給付の見直しに伴う財政影響額 ④'     

特定入所者介護サービス費等給付額  

（資産等勘案調整後） ④''＝④－④' 
    

高額介護サービス等給付費  ⑤     

高額医療合算介護サービス費等給付額  

⑥ 
    

保険給付費 ⑦＝③＋④''＋⑤＋⑥     

審査支払手数料 ⑧     

標準給付費 ⑨＝⑦＋⑧     

地域支援事業費 ⑩     

標準給付費と地域支援事業費の合計  

＝⑨＋⑩ 
    

資料：地域包括ケア「見える化システム」より推計  

※端数処理の関係で、合計が一致しない場合があります。 
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（８）第１号被保険者の保険料推計計算 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

 

総給付費     

特定入所者介護サービス費等給

付額 
    

高額介護サービス費等給付額     
高額医療合算介護サービス費等給

付額 
    

審査支払手数料     
標準給付費見込額（A）     

地域支援事業費（B）     

 

第１号被保険者数     

 

前期（65～74歳）     

後期（75歳～84歳）     

後期（85歳～）     
所得段階別加入割合補正後被保険者数

（C） 
    

第１号被保険者負担分相当額（D）     

調整交付金相当額（E）     

 

調整交付金見込交付割合（H）     

 

後期高齢者加入割合補正係数

（F） 
    

所得段階別加入割合補正係数

（G） 
    

調整交付金見込額（I）     
 財政安定化基金拠出率 0 0 0 0 
財政安定化基金拠出金見込額（J） 0 0 0 0 

保険料収納必要額（L）     

予定保険料収納率（M）    99.0％ 

保険料基準年額（N）     

保険料基準月額（O）     

 

※介護給付費準備基金取崩、他交付金見込額（令和5年３月31日現在の基金残高見込み         円） 

介護給付費準備基金取崩額（P） - - -  
保険者機能強化推進交付金等の 

交付見込額（Q） 
- - -  

保険料収納必要額（R） - - -  

予定保険料収納率（M） - - - 99.0％ 

保険料基準額年額（S） - - -  

保険料基準額月額（T） - - -  

  

R3～R5年度の
標準給付見込額（A）

＋
R3～R5 年度の

地域支援事業費（B）」
×

第1号被保険者
負担割合

＝
第1号被保険者

負担分相当額（D）
3,302,040,031円 201,465,000円 （23％） 805,806,157円

第1号被保険者
負担分相当額（D）

＋
調整交付金相当額

（E）
-

調整交付金見込額
（ I ）

＝
保険料収納必要額

（L)
805,806,157円 173,475,002円 106,419,000円 872,862,159円

保険料収納必要額
（L)

-
介護給付費準備
基金取崩額 (P)

-
保険者機能強化推進

交付金等の交付見込額
(Q)

＝
保険料収納必要額

(R)

872,862,159円 74,800,000円 7,092,000円 790,970,159円

保険料収納必要額
(R)

÷
予定保険料
収納率 (M)

÷
所得段階別加入割合補正

後被保険者数（C）
÷12か月＝

保険料基準額月額
(T)

790,970,159円 97.55% 13,248人 5,100円

推計フローイメージ 入れる予定  
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（９）第９期介護保険事業計画における第１号被保険者の保険料 

前述の第９期の標準給付費見込額を、第１号被保険者が負担すべき割合

（00.0％）、後期高齢者の割合、所得段階別の第１号被保険者の割合等で補正した

額が、第９期の「保険料収納必要額」となります。 

介護保険料の設定では、この「保険料収納必要額」を所得段階別の第１号被保険

者数で除した額が、保険料基準額となります。  

本計画期間における第1号被保険者の保険料の設定にあたっては、次の要素が加

味されています。 

 

①介護報酬の改定 

国では、地域包括ケアシステムの推進、自立支援•重度化防止に資する質の高い

介護サービスの実現、多様な人材の確保と生産性の向上、介護サービスの適正化•

重点化を通じた制度の安定性•持続可能性の確保に向けて、0.0％   の報酬改

定を行います。 

 

②地域区分 

国では、地域毎の人件費の調整のため、地域区分を設定しており、本市は、第8

期計画期間には５級地（10％）が適用されており、本計画期間  級地を適用しま

す。 

 

③中長期的な介護保険料 

第9期計画以降、中長期的な目標を令和22（2040）年度とし、この年を視野に

施策展開を図ります。現時点での状況を基にした介護保険料の推計では、令和22

（2040）年度が月額0,000円と見込まれます。 

 

上記を3点を含み、算出された月額の保険料基準額は、     円（第８期の

4,700円より   ）となり、年額では       円（第8期の56,400円よ

り    ）になります。 

本市では、高齢者人口の増加に伴う要介護認定者の  及びそれに伴う介護（予

防）給付費の  、介護人材（介護職員と看護補助者）への処遇改善を進めるため、

第9期介護保険料の改定を行いました。 

今後も、経済状況による変化や高齢化率の上昇等による標準給付費の増加は見

込まれますが、第9期計画においては介護給付費準備基金の一部を   し、介護

保険料      に努めます。併せて、今後も保険者機能強化などを通じ持続可

能な介護保険事業への取り組みを、これからも推進していきます。  
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本計画期間における所得段階別の介護保険料は、次の通りとなります。 

■所得段階別の保険料 

所得 

段階 
対象者 保険料率 

年額保険料 

（月額） 

１ 

生活保護受給者、住民税非課税世帯であり、か

つ、老齢福祉年金受給者、又は住民税非課税世

帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額と合

計所得金額の合計が年額８０万円以下の人 

基準額× 

0.50（0.30） 

00,000円 
(0,000円） 

２ 

住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課

税年金収入額と合計所得金額の合計が年額８０万

円を超え１２０万円以下の人 

基準額×

0.75(0.40) 

00,000円 
(0,000円） 

３ 

住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課

税年金収入額と合計所得金額の合計が年額１２０

万円を超える人 

基準額×

0.75(0.70) 

00,000円 
(0,000円） 

４ 

住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、か

つ、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金

額の合計が年額８０万円以下の人 

基準額×

0.90 

00,000円 
(0,000円） 

５ 

住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、か

つ、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金

額の合計が年額８０万円を超える人 

＜基準額＞ 
00,000円 
(0,000円） 

６ 
本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年

の合計所得金額が年額１２０万円未満の人 

基準額× 

1.20 

00,000円 
(0,000円） 

７ 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年

の合計所得金額が年額１２０万円以上２1０万円未

満の人 

基準額×

1.30 

00,000円 
(0,000円） 

８ 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年

の合計所得金額が年額２１０万円以上３２０万円未

満の人 

基準額×

1.50 

00,000円 
(0,000円） 

９ 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年

の合計所得金額が年額３2０万円以上４００万円未

満の人 

基準額×

0.00 

00,000円 
(0,000円） 

１０ 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年

の合計所得金額が年額４００万円以上６００万円未

満の人 

基準額×

0.00 

00,000円 
(0,000円） 

１１ 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年

の合計所得金額が年額６００万円以上８００万円未

満の人 

基準額×

0.00 

00,000円 
(0,000円） 

１２ 

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年

の合計所得金額が年額８００万円以上１ ,０００万円

未満の人 

基準額×

0.00 

00,000円 
(0,000円） 

１３ 
本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年  

の合計所得金額が年額１,０００万円以上の人 

基準額× 

0.00 

00,000円 
(0,000円） 

※「合計所得金額」とは収入から公的年金控除や給与所得控除や必要経費を控除した額で、基礎控

除や人的控除等の控除をする前の所得金額。 

※保険料は端数の調整を行っています。 

※第１段階から第３段階の方は公費による負担軽減が図られます。  
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施策の方向３－８ 介護保険事業の適正な運営（介護給付適正

化計画） 

令和２2年を見据え、中長期的な視点を持ちつつ、持続的な介護保険事業運営を

図るために、介護給付費が適正に支給されているか、効果のある介護サービスが行

われているか等の状況を正確に把握し、透明性が高く公正で効率の良い制度の運用

を図り、介護保険制度の安定的な運営を図り、保険者機能の強化に努めます。  

介護給付の適正化とは、介護を必要とする高齢者に対し適正に要介護認定を行

い、利用者が真に必要とするサービスを、過不足なく、事業者が適切に提供するよ

うに促すことです。介護サービス利用者が安心してサービスを利用し続けるため

に、この取り組みにより、適切なサービスの確保と費用の効率化を図ります。  

下記５つの記載を、「印西市介護給付適正化計画」として位置付け、介護保険事

業計画等との連携のもと、着実な推進を図ります。  

 

①要介護認定の適正化 

要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容について、訪問又は書

面等の審査を通じて点検するものです。介護認定審査会の簡素化や認定事務の効率

化に努めていきます。 

目標・計画値  令和６年度 令和７年度 令和８年度 

要介護認定の適正化  全件の確認  

 

②ケアプランの点検 

ケアマネジャーが作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載

内容について、点検及び支援を行います。 

また、その計画内容が被保険者の生活に合わせた内容で自立及び維持を目的とし

た内容となり、被保険者及び家族、各サービス事業所、関係機関と連携が取れたケ

アプランとなっているか点検を継続していきます。  

目標・計画値  令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ケアプランの点検（件）  ケアマネジャー１名につき１件実施 

 

③住宅改修・福祉⽤具の点検 

住宅改修及び福祉用具の購入は、例外を除き、ケアマネジャーの作成した適正な

理由に基づいて行われるサービスであるかを審査します。  

住宅改修は、利用者が自立に資する住宅改修となっているか、事前申請時に提出

される理由書、見積書、図面、着工前写真等を基に全件について、着工前の審査を

実施します。また、工事前後において疑義が生じた場合にはケアマネジャー等関係

者への聞き取りや現地調査を実施し、適切な住宅改修となっているかを確認します。 

特に、段差解消や浴槽ユニットの入れ替え、トイレの改修の他、現場の形状や必

要性について書面では確認しづらい案件については、年間10件～20件を目標に積
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極的に現地調査を行います。 

福祉用具の購入は、購入の必要性や過去に同じ用具を購入してないか等を審査し、

疑義が生じた場合にはケアマネジャー等、関係者への聞き取りや現地調査を実施し

ます。 

要介護認定の軽度者への例外的な福祉用具の貸与は、申請を基本とし、認定調査

結果、医師の所見や診断書、サービス担当者会議の内容等を基に、利用者が真に必

要とする用具であり、自立支援の機会を阻害しない利用であるかについて確認を行

います。市に確認を求めないまま、軽度者に対し認定以上の福祉用具を貸与してい

た場合には、ケアマネジャーに対し指導を行います。  

目標・計画値  令和６年度 令和７年度 令和８年度 

住宅改修等の点検（件） 申請された全件において実施  

軽度の要介護者にかかる福祉用具貸与品

目点検（件） 
申請された全件において実施  

 

④医療情報との突合・縦覧点検 

医療給付情報突合リストを基に、毎月、突合作業を行い、医療給付と介護保険給

付について二重請求の有無の確認を行います。また、複数月にまたがる請求明細書

の内容を確認し、提供されたサービスの整合性の点検を行います。  

疑義のある事業所については聞き取り調査を行い、必要に応じて返還請求を行う

など、介護給付の適正化を図ります。 

目標・計画値  令和６年度 令和７年度 令和８年度 

医療情報との突合・縦覧点検  ●●●●に業務委託し実施 

重複請求縦覧点検  ●●●●実施 

 

 

⑤介護給付費の通知 

介護サービス利用者が、実際に事業所に支払われている介護給付金額を確認する

ことにより、請求誤りや不正請求等を自ら発見し、適正なサービス利用を促すため

に、サービス内容、サービス事業者名、保険請求額、利用者負担額等について３か

月毎（4回／年）にお知らせします。 

目標・計画値  令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護給付費通知  介護保険サービス利用者全員に対して通知  
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施策の方向３－９ 人材確保と人材育成への支援 

 

（１）助成事業の充実 

印西市における介護保険サービスに係る雇用の確保及び介護保険サービスの安

定供給に資することを目的に、介護職員初任者研修又は実務者研修を修了し、か

つ、市内の介護保険サービス事業所に就業する者に対し、印西市介護職員初任者研

修等費用助成事業補助金を交付しています。  

この事業は、平成28（2016）年度より実施し、当初は、初任者研修のみを助

成対象としていましたが、他の介護関係資格にも、介護福祉士試験の受験要件とな

る実務者研修についても助成対象としています。  

今後は、印西市介護職員初任者研修等費用助成事業のさらなる周知を行い、助成

事業の利用実績を増やし、印西市における介護保険サービスに係る雇用の確保に

努めます。 

 

（２）就業につなげる場の提供 

これから社会に出る学生や福祉に関心のある人を対象に、市内の介護保険サー

ビス事業所等の関係者と協力し、介護の仕事の魅力をアピールし、市内の介護保険

事業所への就職に結びつけていきます。 

また、訪問看護事業所と連携を図りながら、在宅医療を支える訪問看護師の発掘

•育成に努めます。 

 

（３）介護人材の定着支援 

要支援•要介護認定申請者数や介護サービス利用者数が、今後増加傾向が予測

されることから、高まる介護サービス需要に対応していくため、介護保険サービス

事業所等と連携を図りながら、介護人材の定着支援に取り組みます。  

また、市内介護保険サービス事業所等において、外国人介護人材の雇用が進めら

れていることから、介護保険サービス事業所等が将来的に広く外国人介護人材を

受け入れるための体制整備の施策を今後も進めます。  
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第６章 計画の推進に向けて 

１．市民・地域・行政等の連携 
 

高齢者福祉の取り組みを推進する上では、地域住民・関係団体等の理解と参加が

不可欠です。本計画の実施状況等に係る情報は市民にわかりやすく周知し、情報を

共有することで、広く意見や提言をしやすい環境づくりに努め、市民の参加と協力

が得られる体制の整備と、活動者・団体との連携を図ります。  

２．市民意識の啓発と地域福祉の推進 

高齢者が社会の進展に寄与してきたことを次代に受け継いでいくという意識、

高齢者を取り巻く問題は誰でもいずれは直面するものであるという意識が広がる

よう啓発を図ります。 

また、福祉について正しく理解するための福祉教育や、地域の人々が福祉に対す

る意識を高め、福祉活動に積極的に参画するように、地域福祉の理念に基づき、地域共生

社会の構築に繋がるような広報・周知を目指します。 

３．推進体制の整備 

高齢者福祉に関する施策は様々な分野にわたるものであるため、推進にあたっ

ては、庁内連携のもと、年度ごとに施策・事業の実施状況を把握するとともに、評

価・再調整などの継続的な取り組みを行います。 

また、今後の社会・経済情勢や国・県の動向の変化に的確かつ柔軟に対応するた

めにも、必要に応じ計画内容の見直しなどを含めた検討を行います。 

４．地域包括支援センターの運営 

地域包括支援センターの包括的支援事業の円滑な実施、センターの中立性・公平

性、人材確保が図られるようにするため、運営協議会を設置し体制を整備していき

ます。介護保険サービス事業者、関係団体、利用者、被保険者等の代表者で構成さ

れ、以下を担います。 

◆地域包括支援センターの運営に関すること  

◆センター職員の確保に関すること 

◆その他の地域包括ケアに関すること  
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５．令和22年度の予測 

本計画は令和6～8年度を対象としていますが、団塊のジュニア世代が65歳に

なる令和22年度、その先も含めた中長期的な視野に立って作成するものとされて

います。 

本計画の最終年度である令和8年度と令和22年度の介護給付費等推計を比較す

ると、合計の費用は約   千円の  が見込まれます。その場合、令和22年度

の保険料の基準額（月額）は   円程度   する可能性があります。 

単位：千円 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付費      

介護予防給付費      

特定入所者介護サービス費

等 
    

高額介護サービス費等      

高額医療合算サービス費等      

算定対象審査支払手数料      

地域支援事業費      

合 計     

 

６．計画の推進 

本計画の推進に向けて、被保険者や学識経験者、介護サービス事業従事者で構成

する介護保険等運営協議会を設置しています。  

また、計画の進行管理にあたっては、ＰＤＣＡサイクルに沿って行います。計画

内容についての毎年度の進捗について、関係各課にてチェックを行います。そして

その評価をもとに、介護保険等運営協議会において改善に向けた検討を行います。

さらに、介護保険等運営協議会の検討内容をもとに、関係各課による見直し•改善

を加えた施策の展開を行います。 

▼ PDCAサイクルのプロセスのイメージ 

  

ACTION

改 善

PLAN

計 画

DO

実施・実行

CHECK

検証・点検

地域の実態把握・課題分
析に基づき、取り組みの実
績を評価・点検

目標を設定し、達成に向けた、
具体的な計画を作成

検証・点検の結果により、
計画について必要な見直し

地域資源の発掘や基盤整
備、効率的なサービス提供
等の取り組み
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資料編 
 

１． 印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員

会設置要綱 

 

○ 
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２．第９期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定

委員会委員名簿 

任期：令和４年４月１日～令和６年３月31日 
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３．策定経過 

期 日 内     容 
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